
M
・
プ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
、
自
由
人
た
る

coloni
、
被
解
放
自
由
人
た
る
一
iberti
、
半

分

自
由
人
た
る

liti
(lidi)
、
不
自
由
人
た
る

servi
等
多
く
の
身
分
呼
称
を
保
持
し
て
い
た
保
有
農
民
が
、
彼
ら
の
経
済
的
状
況
の
類
似
性

の
故
に
、
徐
々
に

servi
(serfs) 
11.
同
化
し
、
十
一
ー
十
二
世
紀
に
至
っ
て
統
一
的
な
法
的
身
分
と
し
て
の
農
奴
身
分
（
セ
ル
ヴ
ァ
ー
ジ

⑱
 

ュ
s
e
r
v
a
g
e
)
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
。

従
っ
て
、
十
一
ー
十
二
世
紀
以
降
の

serfs

ほ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の

servi
と
同
じ
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、

serfs
~
以
前
の
s
e
r
v
i

④
 

（
奴
隷
）
の
い
く
つ
か
の
特
徴
を
受
け
継
い
で
は
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
ッ
ク
の
考
え
方
は
、

⑲
 

今
日
に
至
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
史
学
で
は
多
く
の
支
持
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

serf 
(
農
奴
）
は
、

h
o
m
m
e
d
e
 c
o
r
p
s
 (
体
蹄
〖
）
と
い
う
表
現
に
端
的
に
示
さ
れ
る
如
く
、
領
主
へ
世
襲
的
に
隷
属
し
、
一
定
の
法
的
欠

⑱
 

格
性
（
聖
職
就
任
が
で
き
ず
、
自
由
人
に
対
し
て
証
言
資
格
を
も
た
な
い
）
を
有
し
た
上
、
プ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
①
人
頭
税
(
c
h
e
v
a
g
e
)
、

②
領
外
結
婚
税

(
f
o
r
m
a
r
r
i
a
g
e
)
、
③
相
続
税

(
m
a
i
n
m
o
r
t
e
,
e
c
h
o
i
t
e
)

の
三
つ
の
義
務
的
負
担
を
負
っ
た
と
い
う
。

序
章

9

問

題

の

所

在

佐

藤

カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
荘
園
に
お
け
る
奴
隷
の
問
題

芳

弘
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プ
ロ
ッ
ク
ほ
、
こ
の
よ
う
に
法
的
観
点
か
ら
農
奴
を
規
定
し
た
が
、
こ
れ
は
経
済
学
的
に
視
定
さ
れ
る
農
奴
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な

い
。
経
済
学
的
に
規
定
さ
れ
る
農
奴
と
は
、
封
建
的
土
地
所
有
者
（
領
主
）
の
経
済
外
強
制
に
よ
っ
て
、
自
己
の
剰
余
労
働
を
封
建
地
代
と

し
て
収
奪
さ
れ
る
よ
う
な
農
民
、
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、
そ
う
し
た
農
奴
制
は
、
領
主
直
領
地
が
農
民
の
労
働
地
代
実
現
の
場
と
な
る

⑥
 

よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
古
典
荘
園
制
」
の
下
で
典
型
的
に
実
現
さ
れ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

古
典
荘
園
制
（
ヴ
ィ
リ
カ
ツ
ィ
オ
ン
制
、

r
e
g
i
m
e
d
o
m
a
n
i
a
l
 c
l
a
s
s
i
q
u
e
)
と
は
、
土
地
形
態
面
か
ら
い
え
ば
、
領
主
直
領
地

(
d
e
m
e
,

s
n
e
`
r
e
s
e
r
v
e
)

と
農
民
保
有
地

(
t
e
n
u
r
e
)
と
か
ら
構
成
さ
れ
、
経
営
面
か
ら
い
え
ば
、
前
者
が
後
者
か
ら
の
賦
役
給
付
に
依
存
す
る
と

⑱
 

い
う
封
建
的
土
地
所
有
概
念
で
あ
る
。
プ
ロ
ッ
ク
自
身
、
古
典
荘
園
と
い
う
用
語
こ
そ
使
用
し
て
い
な
い
が
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
は
、
こ

⑩
 

の
種
の
荘
園
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
古
典
荘
園
が
、
フ
ラ
ン
ク
帝
国
の
中
心
部
で
あ
っ
た
ラ
イ
ン
・
ロ
ワ
ー

ル
河
間
の
地
域
に
広
く
存
在
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
（
し
か
し
な
が
ら
、
領
主
直
領
地
が
、
全
面
的
に
農
奴
の
賦
役
に
依
存
し
て
い
た
か

ど
う
か
に
関
し
て
ほ
、
の
ち
に
や
や
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
）

⑬
 

さ
て
、
一
般
に
法
的
身
分
と
し
て
の

s
e
r
v
a
g
e
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ほ
十
一
ー
十
二
世
紀
に
成
立
す
る
の
に
対
し
、
経
済
学
的
に

規
定
さ
れ
る
農
奴
、
す
な
わ
ち
賦
役
を
提
供
す
る
農
奴
の
典
型
的
な
姿
（
賦
役
農
奴
制
）
は
、
九
世
紀
の

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s

の
う
ち
に
見
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
は
、
明
ら
か
に
時
間
的
な
ズ
＞
が
生
じ
て
い
る
。

こ
れ
を
、
単
に
法
的
観
点
と
経
済
学
的
観
点
と
の
ズ
レ
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
が

存
在
す
る
賦
役
農
奴
制
と
法
的
身
分
と
し
て
の

s
e
r
v
a
g
e

の
成
立
と
の
関
係
を
追
求
す
る
こ
と
の
中
に
、
封
建
制
社
会
成
立
の
過
程
を
理

論
的
に
把
握
で
き
る
手
が
か
り
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑬
 

十
一
ー
十
二
世
紀
と
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
古
典
荘
園
の
解
体
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
、
何
故
そ
の
時
に
な

っ
て
法
的
身
分
と
し
て
の

s
e
r
v
a
g
e
が
形
成
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
「
す
で
に
九
世
紀
、

coloni
と

servi

の

⑲
 

身
分
的
差
異
は
消
減
し
つ
つ
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
法
的
身
分
と
し
て
の
農
奴
身
分
の
成
立
は
、
古
典
荘
園
の
解
体
期
で
は
な

く
、
古
典
荘
園
制
そ
の
も
の
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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従
っ
て
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
に
は
、
古
典
荘
園
制
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
解
体
の
中
に
こ
そ
、
法
的
身
分
と
し
て
の

s
e
r
v
a
g
e
(農

俎

奴
身
分
）
成
立
の
要
因
と
な
る
も
の
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う

そ
れ
で
は
、

カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
荘
園
に
お
い
て
、

s
e
r
v
a
g
e

の
成
立
を
阻
ん
で
い
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
本
稿
作
成
の
動
機
ほ
、

ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
、

ロ
ー
マ
帝
国

と
こ
ろ
で
、
古
典
荘
園
に
お
け
る

servi
の
社
会
経
済
的
状
況
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

末
期
の
奴
隷
は
、
奴
隷
人
口
の
漸
次
的
減
少
の
た
め
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
生
産
意
欲
向
上
を
期
待
し
て
、
領
主
よ
り
土
地
と
家
が
与
え
ら
れ

て
保
有
奴
隷

(
s
e
r
v
i
casati)

と
な
っ
た
結
果
、
彼
ら
の
経
済
的
地
位
は
向
上
し
、
一
部
は
、
奴
隷
身
分
か
ら
法
的
に
解
放
さ
れ
る
も
の

も
あ
っ
た
。
一
方
、
自
由
人
の
経
済
的
状
況
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
、

c
o
l
o
n
i
と
な
っ
て
領
主
の
隷
属
下
に
お
か
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、

ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
侵
入
後
も
続
き
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
至
っ
て
は
、
奴
隷
は
、
も
は
や

coloni
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
賦
役
労
働
を

A
 

ん
U
`

義
務
づ
け
ら
れ
る
農
奴
に
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
は
、
無
保
有
奴
隷

(
m
a
n
c
i
p
i
a
n
o
n
 casata)'.!;;!
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た

こ
と
に
な
り
、
直
領
地
で
は
、
古
代
の
奴
隷
労
働
力
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
農
奴
か
ら
賦
役
労
働
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

プ
ロ
ッ
ク
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
は
、
奴
隷
の
源
泉
—
と
く
に
異
教
徒
と
の
戦
争
ー

領
主
直
領
地

は
な
お
涸
渇
し
て
も
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
人
間
と
い
う
商
品
の
交
易
は
か
な
り
大
き
な
規
模
を
維
持
し
て
い
た
の
で
、

(
r
e
s
e
r
v
e
)

で
は
な
お
、
絶
え
ず
主
人
の
支
配
下
に
あ
る
、
シ
ャ
ゼ

(
c
h
a
s
e
s
)

さ
れ
な
い
奴
隷
が
い
く
ら
か
見
ら
れ
た
。
か
れ
ら
の
労
役

は
も
ち
ろ
ん
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
数
は
、
明
ら
か
に
極
め
て
少
な
く
、
彼
ら
だ
け
で
領
主
の
直
領
地
の
耕
作
を
確
保
で
き

る
と
か
、
あ
る
い
は
目
立
っ
て
そ
れ
に
役
立
つ
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
す
ぺ
て
は
わ
れ
わ
れ
を
同
一
の
結
論
に
み
ち
ぴ

りkù
 

く
。
直
領
地
を
経
営
す
る
た
め
に
は
、
賦
役
、
す
な
わ
ち
保
有
地
に
依
存
し
た
の
だ
。
」

カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
荘
園
に
お
け
る
古
代
的
な
奴
隷
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
よ
う

に
、
こ
れ
を
あ
ま
り
積
極
的
に
は
評
価
し
な
い
の
が
従
来
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
通
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説
に
対
し
て
、
橡
川
一
朗
氏
は
、
古
典
荘
園
の
直
領
地
は
、
主
に
領
主
直
属
の
直
領
地
奴
隷
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
保
．

有
農
の
多
く
は
奴
隷
を
所
有
し
、
賦
役
給
付
に
あ
た
っ
て
は
か
か
る
奴
隷
を
使
用
し
た
と
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
氏
は
、
古
典
荘
園
を
封
建

A
0、

的
土
地
所
有
と
み
る
従
来
の
見
解
を
根
底
か
ら
否
定
さ
れ
、
古
代
的
大
土
地
所
有
の
最
終
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

，
 

こ
の
よ
う
な
氏
の
意
見
に
対
し
、
多
く
の
批
判
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
今
な
お
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
氏
の
理
論
が
、
先
に
指
摘
し
た
古
典
荘
園
制
と
法
的
身
分
と
し
て
の

s
e
r
v
a
g
e
成
立
の
時
間
的
ズ
レ
の
問
題
に
対
し
て
、
古
典

荘
園
を
奴
隷
制
的
構
造
に
基
づ
く
荘
園
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

s
e
r
v
a
g
e
の
成
立
を
理
論
的
に
説
明
さ
れ
た
点
で
、
積
極
的
に
評

価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

そ
れ
故
、
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
念
頭
に
お
い
て
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
荘
園
に
奴
隷
制
的
構
造
と
よ
ば
れ
得
る
ほ
ど
に
古

代
的
な
奴
隷
が
存
在
し
た
か
否
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
古
典
荘
園
の
古
代
的
性
格
如
何
と
い
う
問
題
に
結
び
つ

い
て
お
り
、

s
e
r
v
a
g
e
の
形
成
を
阻
ん
で
い
た
諸
要
因
の
一
っ
は
、
彼
ら
の
存
在
自
体
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
章
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
古
代
末
期
以
後
の
奴
隷
の
補
充
の
問
題
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

い
わ
ゆ
る
ロ
ー
マ
帝
国
末
期
以
後
も
、
依
然
と
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
世
界
に
ほ
奴
隷
が
補
充
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
は
、
ク
ー
ラ
ン
ジ

⑳
 

ュ
以
来
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
に
従
っ
て
奴
隷
の
源
泉
を
分
類
す
れ
ば
、
次
の
四
つ
に
な
る
。

①

戦

争

②
奴
隷
商
売

③

刑

罰

④
自
由
意
志
、
あ
る
い
は
契
約

A“ 
..
 ム

奴
隷
を
発
生
史
的
に
見
れ
ば
、
そ
れ
が
戦
争
あ
る
い
ほ
略
奪
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
異
民
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
一
九
世
紀
の

⇔
奴
隷
の
補
充
に
つ
い
て
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―
つ
に
は
こ
の
よ
う
な
奴
隷
商
業
の
た
め
で

偽

ス
ラ
ヴ
人

(
S
l
a
v
s
)

に
由
来
す
る
こ
と
等
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
奴
隷
制
や
、
現
代
の
奴
隷

(
s
l
a
v
e
)

と
い
う
語
が
、

で
あ
ろ
う
。
民
族
移
動
期
の
騒
乱
や
フ
ラ
ン
ク
諸
王
の
征
服
戦
争
は
、
多
く
の
捕
虜
を
獲
得
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
実
際
、
九
世
紀
後
半
の

フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
あ
る
世
俗
小
荘
園
は
、
奴
隷
ば
か
り
の
労
働
者
を
数
え
た
が
、
彼
ら
の
名
前
の
分
析
か
ら
、
彼
ら
は
少
な
く
と
も
三
世

磁

代
前
、
サ
ク
ソ
ン
人
や
ス
ラ
ヴ
人
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ク
族
の
攻
撃
の
過
程
で
売
却
さ
れ
た
捕
虜
の
子
孫
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

紛

M
・
プ
ロ
ッ
ク
は
、
奴
隷
の
大
供
給
源
を
戦
争
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
蛮
族
諸
王
国
の
全
期
間
を
通
じ
ヵ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
至
る
ま

箇

で
、
奴
隷
商
業
が
非
常
に
活
発
に
続
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
は
、
奴
隷
制
の
消
減
に
積
極
的
に
ほ
貢
献
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

R
・
ド
ゥ
ニ
ー
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
教
会
は
、

奴
隷
解
放
を
単
に
奨
励
し
た
に
す
ぎ
ず
、
捕
虜
や
奴
隷
を
買
戻
し
も
し
た
が
、
代
価
の
返
せ
ぬ
者
は
、
教
会
自
身
の
領
地
で
使
用
し
た
と
い

⑳
 

ぅ
七
世
紀
初
め
、
ク
ゴ
ペ
ー
ル
の
大
臣
で
あ
り
、
非
常
に
裕
福
で
あ
っ
た
聖
ニ
リ
ギ
ウ
ス
は
、
プ
リ
ト
ン
人
や
サ
ク
ソ
ン
人
が
ガ
リ
ア
の
地

拗

に
奴
隷
と
し
て
連
れ
て
来
ら
れ
る
や
否
や
、
五

0
人
、
時
に
は
一

0
0人
も
の
奴
隷
を
買
い
戻
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
い
か
に

奴
隷
取
引
が
活
発
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
フ
レ
デ
ゲ
ー
ル
の
年
代
記
、
「
聖
ガ
ウ
ゲ
リ
ク
ス
伝
」
、
「
ゲ
ル
マ
ヌ

ス
伝
」
、
「
ペ
ル
カ
リ
ウ
ス
伝
」
の
奴
隷
商
人
の
存
在
を
示
す
記
述
を
指
摘
し
て
、
ロ
ー
マ
時
代
及
び
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
に
さ
か
ん
に
奴
隷

解
放
が
行
な
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奴
隷
階
級
が
忽
ち
消
減
し
尽
く
さ
な
か
っ
た
の
は
、

磁

あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

＾
 

h
3
.
 

八
世
紀
に
は
、
奴
隷
商
業
は
か
な
り
活
発
に
な
っ
て
い
た
。
東
部
国
境
付
近
で
捕
え
ら
れ
た
異
教
徒
た
る
ゲ
ル
マ
ン
人
や
ス
ラ
ヴ
人
は
、

フ
ラ
ン
ク
王
国
、
と
り
わ
け
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン

(
V
e
r
d
u
n
)
、
ソ
ー
ヌ
河
、
ロ
ー
ヌ
河
を
通
っ
て
、
ム
ス
リ
ム
・
ス
ペ
イ
ン
の
諸
都
市
へ
奴
隷

oo 

と
し
て
流
れ
た
。
そ
の
途
中
で
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
内
で
も
奴
隷
取
引
が
行
な
わ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
奴
隷
と
し
て
国
外
へ
売
ら
れ
て
い
っ

≫
 

6
 

た
で
あ
ろ
う
。
異
教
徒
の
買
手
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
る
奴
隷
が
渡
る
こ
と
は
、
教
会
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
七

ヴ6
 

四
三
年
以
来
、
異
教
徒
へ
の
奴
隷
販
売
に
対
す
る
禁
令
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
再
三
こ
の
よ
う
な
禁
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
ま
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＾
 

6
 

九
世
紀
に
は
、
異
教
徒
た
る
奴
隷
の
売
買
は
非
常
な
発
展
を
見
せ
た
。
奴
隷
売
買
ほ
と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、

箇

シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
帝
の
死
後
、
こ
れ
ら
の
奴
隷
が
国
外
に
売
ら
れ
な
い
と
い
う
条
件
で
、
「
許
可
さ
れ
ま
た
保
護
さ
れ
」
さ
え
し
た
。
リ

＾
 

6
 

ヨ
ン
の
司
教
ア
ゴ
バ
ー
ル
の
よ
う
に
皇
帝
の
ユ
ダ
ヤ
人
擁
護
の
態
度
に
反
対
者
が
あ
っ
た
も
の
の
、
奴
隷
売
買
ほ
、
「
当
時
最
も
盛
ん
な
取

3
 

6
 

A
り6
 

引
」
で
あ
り
、
ま
た
「
莫
大
な
利
益
の
源
泉
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
帝
国
の
主
要
な
奴
隷
取
引
所
と
し
て
は
、
ヴ

9

ェ
ル
ダ
ン

(
V
e
r
d
u
n
)

や
マ
イ
ン
ツ

(
M
a
i
n
z
)

の

他

、

バ

ラ

ン

シ

ェ

ン

ヌ

(
Valenciennes)
、
十
世
紀
に
は
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク

(
A
u
g
-

メ
ッ
ツ

(
M
e
t
z
)
、

箇

s
b
o
u
r
g
)
、
ル
ー
ア
ン

(
R
o
u
e
n
)
等
が
知
ら
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
帝
国
全
土
に
及
ん
で
い
る
。

囮

刑
罰
か
ら
自
由
人
が
奴
隷
と
な
る
場
合
は
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
各
部
族
法
典
の
関
係
条
項
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

A“. “
 

自
由
意
志
な
い
し
契
約
で
奴
隷
に
な
る
と
は
、
借
金
の
返
済
が
出
来
な
い
場
合
と
か
、
自
由
人
が
奴
隷
と
婚
姻
を
な
し
た
湯
合
で
あ
る
。

紛

そ
の
他
、
古
く
は
ゲ
ル
マ
ン
人
の
間
で
、
賭
博
に
「
自
由
」
を
か
け
る
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
ク
キ
ト
ゥ
ス
は
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
債

務
に
よ
る
奴
隷
化
の
一
種
と
見
倣
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
よ
り
、

ロ
ー
マ
帝
国
末
期
以
来
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
至
っ
て
も
奴
隷
ほ
供
給
さ
れ
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

方
、
以
前
に
領
主
よ
り
保
有
地
を
与
え
ら
れ
た
保
有
奴
隷

(servi
c
a
s
a
 ti)
も
、
確
実
に
子
孫
を
残
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え

ぼ
、
八

0
四
年
ア
ン
ジ
ェ

(
A
n
g
e
r
s
)
地
方
の
某
貴
族
に
よ
っ
て
プ
リ
ュ
ム

(
P
r
u
m
)
修
道
院
へ
〈
O
d
a
n
e
〉
と
呼
ば
れ
る
荘
園
が
贈
与

さ
れ
た
が
、
そ
の
贈
与
証
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
約
六

0
人
の
結
婚
し
て
い
る
奴
隷
は
、
各
々
一
人
か
ら
七
人
の
子
供
を
持
っ
て
い
た
。
そ

僻

の
う
ち
三
人
以
上
の
子
供
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
一
六
家
族
以
上
を
数
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
保
有
奴
隷
の
子
孫
は
、
奴
隷
人
口
の
拡
大
に
は
あ
ま
り
貢
献
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

G
・
ド
ュ
・
ヒ
ィ
に
よ
れ

ば
、
た
と
え
ば
サ
ソ
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
（
S
t
G
e
r
m
a
i
n
,
d
e
s
、P
r
e
s
)

修
道
院
領
の
一
夫
婦
当
り
の
平
均
子
供
数
は
、
自
由
人
家

糾

僻

族
も
含
め
て
二
人
を
や
や
下
回
る
程
度
で
、
人
口
増
加
は
九
世
紀
前
半
ま
で
は
全
体
的
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。

と
も
あ
れ
、
保
有
奴
隷
が
子
孫
を
残
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
奴
隷
の
保
有
農
化
が
進
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
保
有

困

り
効
果
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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本
章

て
み
た
い
。

9
領
主
直
領
地
に
お
け
る
奴
隷
の
存
在
に
つ
い
て

奴
隷
ほ
着
実
に
増
加
し
て
い
っ
た
ほ
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
盛
期
と
い
わ
れ
る
九
世
紀
の
大
修
道
院
の

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s

U
よ
る
と
、

ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
領
に
関
し
て
い
え
ば
、

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e

il
記
載
さ
れ
て
い
る
保
有
農
（
戸
主
）
の
う
ち
、

＾
 
“
 

の
も
の
は
二
二
七
七
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
奴
隷
身
分
の
も
の
は
、
わ
ず
か
二
四
五
人
に
す
ぎ
な
い
。

大
修
道
院
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
裕
福
な
は
ず
で
あ
り
、
取
得
奴
隷
数
も
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
稀
少

さ
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
要
す
る
に
、
当
時

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s

il
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
多
く
の
無
保
有
奴
隷
が
い
た
と
は
解
釈
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
こ
の
種
の
奴
隷
の
存
在
こ
そ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
荘
園
に
古
代
的
性
格
を
根
強
く
保
持
さ
せ
続
け
て
い
た
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
古
代
的
性
格
を
有
す
る
無
保
有
奴
隷
の
広
汎
な
存
在
こ
そ
、
保
有
奴
隷

(servi
casati) 

や

c
o
l
o
n
i
な
ど
古
代
的
身
分
呼
称
を
も
つ
農
奴
が
、
法
的
身
分
と
し
て
の

s
e
r
v
a
g
e
と
し
て
統
一
化
さ
れ
る
の
を
阻
害
し
て
い
た
一
要
因

も
し
、
こ
の
よ
う
な
無
保
有
奴
隷
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
領
主
の
所
有
下
に
あ
る
奴
隷
で
あ
る
。
し

か
も
、
彼
ら
は
、
賦
役
を
提
供
す
る
農
奴
と
共
に
領
主
直
領
地
で
労
働
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
に
考
え
ら
れ
る
奴
隷
は
、
保
有

農
自
身
の
所
有
す
る
奴
隷
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
章
に
お
い
て
、
日
領
主
直
領
地
に
お
け
る
奴
隷
の
存
在
に
つ
い
て
、
⇔
保
有
農
の
奴
隷
所

有
の
問
題
、
の
二
点
を
考
察
し
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
（
特
に
九
世
紀
）
の
荘
園
に
ど
の
程
度
古
代
的
な
奴
隷
が
存
在
し
て
い
た
か
を
検
討
し

と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

自
由
身
分

不
思
議
と
奴
隷
が
少
な
い
。

サ
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僻

九
世
紀
前
半
、
コ
ル
ビ
ー

(
C
o
r
b
i
e
)
修
道
院
の
一
荘
園
直
領
地
に
奴
隷

(
m
a
n
c
i
p
i
a
)

一
五

0
人。

個

九
世
紀
後
半
、
シ
テ
ィ
ユ

(
S
i
t
h
i
e
u
)
修
道
院
領
に
寵
領
地
奴
隷
計
三
二
人
、
プ
レ
ベ
ン
ダ
リ

(
p
r
e
b
e
n
d
a
r
i
i
)
計
一
四
一
人
。

そ
の
他
の
地
域
で
も
、
九
世
紀
初
め
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク

(
A
u
g
s
b
o
u
r
g
)

の
司
教
領
た
る
シ
ュ
ク
ッ
フ
ェ
ル
ゼ
ー

(Staffelsee)

の
直

句

領
地
で
七
二
人
の
プ
レ
ベ
ン
ダ
リ
、
十
世
紀
初
め
、
プ
レ
ッ
シ
ア

(
B
r
e
c
i
a
)
の
S
t
G
i
u
l
i
a
修
道
院
の
六
〇
荘
園
の
直
領
地
で
七
四
一
人

ll 
6
 

の
奴
隷
等
が
知
ら
れ
る
。

ブ
レ
ペ
ン
ダ
リ
ほ
領
主
直
領
地
で
働
く
労
働
者
で
、

僻

れ
た
故
に
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
。
プ
ロ
ッ
ク
は
、
彼
ら
の
う
ち
「
自
由
民
だ
け
が
雇
傭
者
と
い
う
名
前
を
も
つ
資
格
が
あ
っ
た
。
同
じ
ょ

3
 

に

う
に
、
主
人
に
養
わ
れ
て
い
て
も
、
奴
隷
は
や
ほ
り
ま
っ
た
く
ち
が
う
地
位
に
お
か
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
身
分
と
奴

隷
身
分
を
厳
格
に
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
、
領
主
の
恣
意
の
下
に
全
時
間
労
慟
を
強
制
さ
れ
る
者
に
と
っ
て
は
、
自
由
・
不
自
由
の
身
分

の
区
別
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
史
料
で
は
、
直
領
地
奴
隷
を
示
す
場
合
、
し
ば
し
ば
マ
ン
キ
ピ
ア

(
m
a
n
c
i
p
i
a
)
と
し
て

P̂ 6 

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
プ
レ
ペ
ン
ダ
リ
は
、
あ
る
い
は
自
由
人
、
奴
隷
を
区
別
せ
ず
、
総
体
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
の
、
領

主
の
故
意
的
な
表
現
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

，
 

6
 

ま
た
、
彼
ら
が
農
作
業
ぼ
か
り
に
従
事
し
て
い
た
と
も
、
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
。
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
御
料
地
令

(
C
a
p
i
t
u
l
a
r
e

5̂ 6 

d
e
 villis 
v
e
l
 
curtis 
i
m
p
e
r
i
i
)

で
は
、
第
三
一
条
、
第
五

0
条
に
プ
レ
ペ
ン
ダ
リ
の
記
述
が
あ
る
が
、
第
一
＝
一
条
で
は
、
奴
隷
女
作
業

第
五

0
条
で
は
、
マ
ン
ス
を
保
有
し
な
い
仔
馬
番
は
、
王
よ
り

p
r
o
v
e
n
d
a
が
支
給
さ

場

(genitia)

と
並
ん
で
記
述
さ
れ
て
い
る
し
、

◎ ＠ 
フ
ラ
ン
ク
帝
国
の
政
治
的
中
心
た
る
ラ
イ
ン
・
ロ
ワ
ー
ル
河
間
の
地
域
に
お
い
て
、
実
際
い
く
つ
か
の
荘
園
で
は
、
領
主
直
属
の
直
領
地

奴
隷
な
い
し
そ
れ
に
近
い
存
在
と
思
わ
れ
る
直
領
地
労
働
者
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
ニ
ー
一
＿
一
の
例
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

④
八
世
紀
後
半
、
ト
レ
ド

(
T
o
l
e
d
9
)

の
司
教
の
ア
ル
ク
イ
ン
宛
書
状
の
中
で
、

F
e
r
r
i
e
r
e
s

修
道
院
、
ト
ロ
ア

(
T
r
o
y
e
s
)

の

S
t

L
o
u
p
修
道
院
、
ト
ゥ
ー
ル

(
T
o
u
r
s
)

の
S
t
M
a
r
t
i
n
修
道
院
、

S
t
J
o
s
s
e
修
道
院
に
お
け
る
計
二
万
人
以
上
の
奴
隷
が
記
さ
れ
て
い

紛る。

主
人
の
家
で
養
わ
れ
「
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ド
」

p
r
o
v
e
n
d
e
(
p
r
a
e
b
e
n
d
a
m
)
 ~
支
給
さ
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倣
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

自
立
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

れ
る
よ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
が
純
粋
な
農
地
作
業
以
外
の
労
働
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
「
例
え
ば
大
麦
ビ
ー
ル
醸
造
の
ご
と
き
生
産
に
つ
い
て
ほ
専
門
家
の
力
を
借
り
た
。
す
な
わ
ち
エ
匠

(
m
a
、

g
i
s
t
e
r
)

が
、
館
に
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
扶
持
受
け
人

(
p
r
o
v
e
n
d
a
r
i
i
)

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
仕
事
を
行
な
っ
て
い

る
あ
い
だ
は
、
賄
を
受
け
多
分
給
料
の
支
払
い
を
受
け
て
い
た
。
す
で
に
彼
ら
は
、
近
代
の
職
人
の
祖
先
、
ま
た
は
控
え
目
な
原
型
と
考
え

向

た
く
な
る
熟
練
職
人
で
あ
っ
た
」
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
こ
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
プ
レ
ベ
ン
ダ
リ
は
賃
金
労
働
者
の
意
味
に
も
解
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
労
働
者
の
雇
傭
法
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
如
く
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
例
外
的
で
一
時
的
な
補
助
の
役
割
を
果

9

^

 

6

6

 

し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ド
ュ
ビ
ィ
も
、
わ
ず
か
コ
ル
ビ
ー
修
道
院
の
事
例
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
貨

弊
流
通
に
融
通
性
を
欠
く
当
時
に
あ
っ
て
は
、
貨
弊
賃
金
を
与
え
る
よ
り
も
、
直
領
地
の
一
地
片
な
い
し
マ
ン
ス
を
与
え
る
方
が
も
っ
と
効

＾
 

6
 

果
的
で
あ
っ
た
。

彼
が
直
領
地
労
働
力
と
し
て
重
視
し
て
い
る
の
ほ
、
こ
の
よ
う
な
賃
金
労
働
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
保
有
の
家
内
奴
隷
労
働
力
で
あ
っ

6
 

て
、
「
こ
の
種
の
労
働
力
は
ど
こ
で
も
存
在
し
た
し
、
農
業
生
産
ほ
ど
こ
で
も
第
一
に
は
彼
ら
に
た
よ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
彼

d“ ね

ら
の
補
充
は
、
奴
隷
売
買
は
も
ち
ろ
ん
、
奴
隷
マ
ン
ス
の
子
供
を
領
主
が
家
内
奴
隷
と
し
て
使
用
す
る
湯
合
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
ド
ュ
ビ

闘

ィ
は
奴
隷
マ
ン
ス
を
「
若
い
家
内
奴
隷
を
育
て
る
託
児
所
(
n
u
r
s
e
r
i
e
s
)
」
と
さ
え
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

R
・
ド
ゥ
ニ
ー
ル
ト
も
、
コ
ノ

”̂ 6 

レ
ベ
ン
ダ
リ
は
と
り
わ
け
人
数
過
剰
の
マ
ン
ス
か
ら
補
充
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

と
も
か
く
、
プ
レ
ベ
ン
ダ
リ
や
直
領
地
奴
隷
は
領
主
か
ら
給
養
を
受
け
、
全
時
間
労
働
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

代
的
な
奴
隷
と
見
倣
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

“̂ 6 

一方、

q
u
o
t
i
d
i
a
n
i

や

h
a
g
a
s
t
a
l
d
i
等
の
名
称
が
時
々

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s
il
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
僅
か
の
地
片
と
小
屋
と
を
保
有
し
た
こ

＂^ 6
 

と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、
プ
＞
ペ
ン
ダ
リ
も
同
範
疇
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
り
す
る
が
、
た
と
え
そ
う
で
も
、
小
地
片
だ
け
で
は

マ
ン
ス
保
有
農
（
農
奴
）
に
上
昇
す
る
前
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
奴
隷
的
労
働
者
と
見

一
応
古
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あ
る
。 し

か
し
な
が
ら
、
直
領
地
奴
隷
な
い
し
奴
隷
的
直
領
地
労
働
力
は
、
原
則
と
し
て

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s

~
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

ぬ

か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
先
に
示
し
た
実
例
は
、
き
わ
め
て
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s

の
目

，
 

6
 

的
は
、
保
有
地
数
と
収
益
を
確
認
し
、
固
定
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
動
産
た
る
直
領
地
奴
隷
は
数
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で

九
世
紀
の
古
典
荘
園
に
中
世
「
農
奴
制
」
の
典
型
を
見
ょ
う
と
し
た
従
来
の
学
説
は
、
こ
の
点
を
見
落
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
古
代
的
な
奴
隷
に
近
い
直
領
地
労
働
力
が
広
汎
に
存
在
し
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
古
典
荘
園
を
真
に
中

世
「
農
奴
制
」
的
構
造
を
有
す
る
荘
菌
と
規
定
す
る
こ
と
ほ
、
当
然
問
題
と
な
っ
て
く
る
ほ
ず
で
あ
る
。
‘

と
こ
ろ
で
、
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
に
代
表
さ
れ
る
ロ
マ
ニ
ス
ト
的
見
解
で
あ
れ
、
ド
イ
ツ
学
界
の
支
配
的
風
潮
で
あ
っ
た
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
的
見

解
で
あ
れ
、
一
九
世
紀
後
半
の
西
欧
学
界
の
い
わ
ゆ
る
「
古
典
理
論
」
に
よ
れ
ば
、
「
古
典
荘
園
制
」
の
遍
在
性
が
説
か
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
後
実
証
的
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
直
領
地
と
農
民
保
有
地
と
が
賦
役
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
な
い
荘
園
も
存
在
し
て
い
た
こ

闘

と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
古
典
理
論
批
判
も
、
直
領
地
の
欠
如
や
賦
役
の
有
無
に
し
ば
し
ば
力
点
が
お
か
れ
、
橡
川
氏
に
よ
れ
ば
、
直
領
地

と
賦
役
と
の
「
相
関
関
係
」
を
検
討
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
賦
役
量
の
小
さ
い
荘
園
に
お
け
る
広
大
な
直
領
耕
地
が
、
ど

ŵ 
h
>
 

の
よ
う
な
労
働
力
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
た
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ド
ュ
ビ
ィ
は
、
軽
量
賦
役
型
の
荘
園
に
お
い
て
、
賦
役
以
外
の
直
領
地
労
働
力
を
端
的
に
「
奴
隷
」
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
し

ば
ら
く
彼
に
従
っ
て
こ
の
型
の
荘
園
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

hù
 

た
と
え
ば
、
ラ
イ
ン
・
ロ
ワ
ー
ル
河
間
の
北
部
周
辺
部
た
る
フ
ラ
ン
ド
ル
、
プ
ラ
バ
ン
、
フ
リ
ジ
ア
の
事
情
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

凶
八
九
三
年
、
ア
ル
ン
ヘ
ム

(
A
r
n
h
e
m
)

の
プ
リ
ュ
ム

(
P
r
i
i
m
)
修
道
院
の
所
有
地
で
は
、
各
マ
ン
ス
は
一
定
額
の
貨
弊
地
代
と
現

物
貢
租
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
賦
役
は
五
月
に
二
週
間
、
秋
に
二
週
間
の
合
計
年
に
四
週
間
の
み
で
、
直
領
地

経
営
に
現
実
に
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
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ガ
ン

(
G
h
e
n
t
)
の
サ
ン
・
ピ
ェ
ー
ル

(
S
t
P
i
e
r
r
e
)
修
道
院
の
直
領
地
は
、
耕
地
約
一
―

-0
ヘ
ク
ク
ー
ル
、
牧
草
地
約
一
九
ヘ
ク
ク
ー

ル
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
二
五
の
マ
ン
ス
は
賦
役
を
全
く
負
わ
ず
、
家
内
奴
隷
の
小
集
団
、
二
九
人
の
下
僕

(
m
e
n
s
e
r
v
a
n
t
s
)
、

+

人
の
農
耕
女

(
f
a
r
m
girls)
、
三
人
の
女
牧
夫

(
h
e
r
d
s
w
o
m
e
n
)

hl
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
。

c
サ
ン
・
バ
ヴ
ォ

(
S
t
B
a
v
o
)
修
道
院
に
属
す
ガ
ソ
の
北
東
の
五
つ
の
荘
園
の
保
有
地
は
、
開
墾
さ
れ
て
新
ら
し
く
、
直
領
地
か
ら
遠

く
、
主
に
牧
畜
に
た
よ
っ
て
い
た
の
で
、
直
領
地
経
営
に
は
全
く
貢
献
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
こ
の
地
方
で
は
、
保
有
農
は
賦
役
を
全
く
負
わ
な
か
っ
た
か
、
負
っ
た
と
し
て
も
軽
量
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
直
領
地
は
ど
ん
な
労
働
力
で
耕
作
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
⑱
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
領
主
直
属
の
奴
隷
（
ド

ュ
ビ
ィ
に
よ
れ
ば

f
a
m
i
l
i
5

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
で
は
、
領
主
直
領
地
と
農
民
保
有
地
ほ
賦
役

＾
 

に
よ
っ
て
ほ
結
合
さ
れ
ず
、
「
分
離

(
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
)
」
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
古
典
荘
園
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か

も

メ

ー

ヌ

を

中

心

と

す

る

西

部

ガ

リ

ア

、

同

様

の

「

分

離

」

は

も

っ

と

し

ば

し

ば

で

あ

っ

“̂r 
h
u
 

こ。t
 さ

ら
に
、
ゲ
ル
マ
ニ
ア
に
お
い
て
も
、
所
領
は
分
散
的
で
あ
り
、
自
由
人
マ
ン
ス
は
直
領
地
よ
り
距
っ
て
散
在
し
た
た
め
し
ば
し
ば
賦
役

を
負
わ
ず
、
奴
隷
マ
ン
ス
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
特
色
と
し
て
、
プ
レ
ベ
ン
ダ
リ

(
p
r
e
b
e
n
d
a
r
y
s
l
a
v
e
s
)
が
直
領
地
の
本
質
的
労
働

，
 

hu・

を
遂
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。

北
イ
ク
リ
ア
で
も
、
ド
ュ
ビ
ィ
に
よ
れ
ば
、
保
有
農
の
多
く
は
、
ポ
ッ
ビ
オ

(
B
o
b
b
i
o
)
修
道
院
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
他
に
ア
ロ
ッ
ド

(allods)

を
持
つ
場
合
が
あ
り
、
文
書
契
約
で
土
地
の
授
与
を
受
け
て
い
た
自
由
人

(libellarii)

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
商
業
の
発
達
、

ボ
ー
河
流
域
の
農
村
市
湯
の
発
達
と
結
び
つ
い
て
、
賦
役
・
貢
租
の
金
納
化
へ
と
発
展
す
る
の
を
特
色
と
し
て
、
プ
レ
ベ
ン
ダ
リ
な
い
し
家

＾
 

hu 

内
奴
隷

m
a
s
n
a
d

の
集
団
が
直
領
地
で
労
働
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
九
世
紀
の
カ
ロ
リ
ン
グ
帝
国
を
ド
ュ
ビ
ィ
に
従
っ
て
大
ざ
っ
ぼ
に
概
観
す
る
時
、
当
時
の
荘
園
の
経
営
形
態
は
、
決
し

て
古
典
荘
園
制
が
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
直
領
地
が
あ
り
な
が
ら
、
保
有
農
の
賦
役
が
全
く
な
い
か
あ
る
い
ほ

(B） 

オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
等
の
南
部
ガ
リ
ア
で
は
、
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軽
量
で
あ
る
場
合
、
直
領
地
は
主
に
直
領
地
奴
隷
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
保
有
農
の
賦
役
が
重
い
荘
園
、
す
な
わ
ち
「
古
典
荘
園
制
」
を
と
る
荘
園
で
は
直
領
地
奴
隷
は
ほ
と
ん
ど
必
要
と
さ
れ
な
か

っ
た
の
か
。
次
に
こ
の
点
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
来
の
古
典
荘
園
制
理
論
は
、
何
よ
り
も
イ
ル
ミ
ノ
ン
の
所
領
明
細
帳

(
p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
d
'
I
r
m
甘
o
n
)
ha!.
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
ほ
、
「
こ
の
ボ
リ
プ
テ
ィ
ー
ク
の
異
論
の
余
地
な
き
価
値
、
特
に
そ
の
意
義
は
過
大
に
評
価
さ
れ
て
は
い
な
い

だ
ろ
う
か
。
修
道
院
長
イ
ル
ミ
ノ
ン
の
ヴ
ィ
ラ
は
模
範
農
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
代
表
し
て
い
る
組
織
化
の
努
力
は
例
外
的
な
も
の

＄
 

で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
か
け
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
領
内
部
に
も
古
典
荘
園
制
を
と
ら
な
い
荘
園
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
。
＾
リ
地
方
か
ら
距
っ
た

C
o
r
b
o
n
(
オ
ル
ヌ
県
）
の
一
九
の
ヴ
ィ
ラ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
直
領

，
 

地

(
m
a
n
s
u
s
i
n
d
o
m
i
n
i
c
a
t
u
s
)
 
:
?
;
!
マ
ン
ス
保
有
農
の
賦
役
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
マ
ン
キ
ピ
ア
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に

お
い
て
も
、
先
に
見
た
よ
う
な
領
主
直
領
地
と
農
民
保
有
地
と
の
「
分
離
」
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
や
は
り
。
＾
リ
か
ら
距
っ
た

V
i
l
l
e
m
e
u
x
荘
（
ウ
ー
ル
・
エ
・
ロ
ア
ー
ル
県
）
と

B
o
i
s
s
y
荘
（
オ
ル
ヌ
県
）
で
も
、
保
有
農
の

゜
6
 

多
く
は
賦
役
を
負
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
イ
ル
ミ
ノ
ン
は
、
不
断
の
注
意
深
い
管
理
を
必
要
と
す
る
古
典
荘
園
制
を
、
自
己
の

6
 

所
領
全
体
で
は
な
く
。
＾
リ
近
郊
の
ヴ
ィ
ラ
に
し
か
強
制
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
事
実
は
古
典
荘
園
領
主
の
組
織
化
の
努
力
の
限
界
を

物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
橡
川
氏
は
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
の

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
を
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
、
直
領
地
経
営
に
お
け
る
賦
役
の

依
存
度
を
数
量
的
に
算
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
直
領
地
耕
地
面
積
に
対
し
て
農
民
の
賦
役
総
量
が
ど
の
程
度
を
占
め
た
か
と
い
う
こ
と
を

6
 

試
算
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

日
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
領
二
五
荘
園
の
う
ち
農
民
の
賦
役
が
比
較
的
軽
量
で
あ
っ
た
の
ほ
十
一
荘
園
で
あ
っ
た
が
、

一
荘
園
を
除
い
て
そ
れ
ら
は
賦
役
総
量
に
比
べ
て
直
領
耕
地
が
か
な
り
広
大
で
あ
っ
た
。

⇔
、
賦
役
が
比
較
的
重
い
荘
園
で
も
、
直
領
耕
地
が
賦
役
総
量
に
比
べ
て
大
き
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
っ
は
賦
役
が
ブ
ド
ウ
畑
に
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

い
わ
ゆ
る
「
古
典
荘
園
制
」
と
い
わ
れ
る
領
主
支
配
機
構
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
、
と
り
わ
け
九
世
紀
の
ラ

イ
ン
・
ロ
ワ
ー
ル
河
間
の
地
域
に
限
っ
て
み
て
も
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
地
域
に
し
か
見
出
さ
れ
ず
、
し
か
も
「
古
典
荘
園
制
」
を
と
る

荘
園
に
あ
っ
て
も
、
農
民
の
賦
役
の
直
領
地
経
営
に
占
め
る
比
重
が
相
対
的
に
低
い
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
古
典
荘
園
」
に
お
け
る
賦

役
の
意
義
に
つ
い
て
、
そ
の
一
般
化
を
慎
重
に
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

直
領
地
奴
隷
が

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s

Ll.
現
わ
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
推
定
の
実
証
を
困
難
に
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
が
、

直
領
地
奴
隷
が
偶
然
に
記
載
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
事
例
を
と
り
あ
げ
、
古
典
荘
園
に
お
け
る
賦
役
の
意
義
を
検
討
し
て
み
た
い
。

そ
れ
は
、
先
に
示
し
た
九
世
紀
初
め
の
シ
ュ
ク
ッ
フ
ェ
ル
ゼ
ー
修
道
院
領
同
名
荘
園
の
財
産
目
録
で
あ
る
が
、
こ
の
荘
園
の
直
領
地
面
積

ツ^6
 

と
各
マ
ン
ス
の
地
代
は
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

直
領
地
に
は
、
ブ
レ
ペ
ン
ダ
リ
七
二
人
と
女
作
業
場
に
二
四
人
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。
女
作
業
場
の
二
四
人
は
、
保
有
農
の
妻
か
あ
る
い

は
全
く
別
に
存
在
す
る
領
主
専
属
の
奴
隷
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
自
由
人
マ
ン
ス
の
う
ち
、
最
初
に
示
し
た
六
マ
ン
ス
・
グ
ル
ー
プ

の
「
三
ジ
ュ
ル
ナ
ル
華
耕
」
は
、
あ
と
の
マ
ン
ス
・
グ
ル
ー
プ
の
記
載
か
ら
判
断
し
て
、
「
三
ジ
ュ
ル
ナ
ル
牽
耕
・
播
種
・
収
穫
」
す
る
、

a
 

6
 

い
わ
ゆ
る
定
地
賦
役
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
五
つ
の
自
由
人
マ
ン
ス
は
、
地
代
は
雄
牛
二
頭
提
供
と
騎
馬
賦
役
以
外
に
何
も
負
わ
ず
、
お
そ

ら
く
特
権
的
な
保
有
農
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
荘
園
で
は
、
自
由
人
マ
ン
ス
と
奴
隷
マ
ン
ス
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
賦
役
は
「
週
三
日
」
労
働
を
負
う
奴
隷
マ
ン
ス
の
方
が

ろ
う
。

お
け
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
の
に
、
一
五
六
ヘ
ク
ク
ー
ル
に
も
及
ぶ
直
領
穀
畑
を
有
し
た
。

橡
川
氏
は
以
上
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
広
大
な
直
領
地
を
も
つ
荘
園
は
、
そ
の
直
領
地
経
営
が
保
有
農
の
賦
役
に
充
分
期
待
で
き
な
か
っ

た
も
の
と
し
て
、
直
領
地
奴
隷
の
存
在
を
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
直
領
地
奴
隷
ら
し
い
も
の
の
記
載
は
、
わ
ず
か
二
荘
園
の
台
帳

3
 

6
 

末
尾
に
一
括
所
載
し
て
あ
る
男
女

(servi,
ancillae)
計
三
九
名
だ
け
で
あ
る
よ
う
だ
が
、

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
の
性
格
上
、
動
産
た
る
奴
隷
は

原
則
と
し
て
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
他
に
な
お
多
数
の
奴
隷
が
存
在
し
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
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（直領地）

l 
（ジュルナル＝day-works)

耕地 740ジュルナル（約 250ha.），牧草地 610車分（約 60ha.)

（保有地）

種マ別ンス1内訳 I 各 マ ソ ス の 賦 役
I 

各 マ ソ ス の 貢 租

年 5週間の労働 穀物14モディウス

3ジュルナル牽耕 子豚4頭

6 直領牧草地での採草1車分 作業湯で織られた亜麻1枚

人晶
伝言奉仕 ヒナ 2羽，卵10コ

亜麻の種子， レンズマメ各 1setier 

マ 年 2週間の労働 軍役代納として'
ン'

2ジュルナル牽耕・播種・収穫 雄牛2マソスで1頭ス 6 
23 寵領牧草地での採草3車分

？ 騎馬賦役

ち
5 騎馬賦役 I雄牛2頭1 

マ
ン＇ 年 6週間の労働 マキ10車分
ス

9ジュルナル牽耕・播種・収穫

息
4 

直領地での採草3車分，施肥1日

愚
ワイン運搬

年．5週間の労働（役馬提供）

1 
9ジュルナル牽耕・播種・収穫

直領地での採草3車分

伝言奉仕

g 週3日の労働 子豚1頭， ヒナ 5羽，卵10コ

半 carucate牽耕 ●●尋“•噸~．→··~····,...＊•-•----·--------------------------------------~．＇囀~·L 雫雫●

マ 19 （役馬提供）
（妻）

ン＇ 布1枚，毛織物1枚
ス 伝言奉仕

maltを準備，パソ焼き19 
直領地豚4頭飼育

う゚
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

週
か
の
賦
役
を
負
っ
て
奴

隷
マ
ン
ス
に
近
づ
き
つ
つ

別
は
存
在
し
た
う
え
、
自

由
人
マ
ン
ス
は
、
年
に
幾

c
i
n
g
a
)
」
賦
役
と
奴
隷
の

「
週
三
日
」
賦
役
と
が
区^

 

6
 

別
さ
れ
て
い
た
が
、
表
に

示
し
た
如
く
一
世
紀
の
ち

に
至
っ
て
も
な
お
そ
の
区

法
典
で
は
、
教
会
の
コ
ロ

「
定
地

ヌ
ス
の

(
a
n
d
e
,
 

わ
れ
る
バ
イ
エ
ル
ン
部
族

な
り
重
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
遅
く
と
も
八
世
紀
前

半
に
は
成
立
し
た
と
い

的
な
保
有
農
を
除
け
ば
か

重
い
の
で
あ
る
が
、
自
由

人
マ
ン
ス
も
、
先
の
特
権
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そ
の
う
え
、
保
有
農
の
賦
役
が
果
し
て

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e

bl
記
載
さ
れ
て
い
た
通
り
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
に
思
わ
れ
る
事
例

も
存
在
す
る
の
で
、
賦
役
の
意
義
は
一
層
不
明
確
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

サ
ン
・
ア
マ
ン
(
S
t

A
m
a
n
d
)
修
道
院
（
バ
ラ
ン
シ
ェ
ン
ヌ
北
西
付
近
）
の

Businiaca
荘
が
そ
れ
で
、
一
九
人
の
保
有
農
は
毎
週
一
―
―

り6
 

日
の
賦
役
を
負
っ
て
い
る
の
に
、
直
領
地
は
わ
ず
か
一
六
ボ
ー
ー
ニ
、
し
か
も
そ
の
三
分
の
一
は
荒
蕪
地
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
十
一
ポ
ニ
ニ
，

（
一
四
ヘ
ク
ク
ー
ル
）
の
耕
地
に
、
週
三
日
賦
役
を
年
間
―
二

0
日
と
し
て
も
、
総
労
働
日
数
ニ
ニ
八

0
日
は
明
ら
か
に
過
剰
で
あ
っ
た
。

ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
ほ
、
こ
の
荘
園
の
賦
役
規
定
を
表
面
上
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
、
領
主
は
農
民
に
週
三
日
の
賦
役
を
要
求
す
る
権
利

姻

は
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
要
求
し
な
か
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
‘

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
見
る
と
、
九
世
紀
に
お
け
る
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
荘
園
に
は
、
ど
こ
で
も
直
領
地
奴
隷
な
い
し
プ
レ
ベ
ン
ダ

リ
が
存
在
し
て
お
り
、
直
領
地
は
古
代
的
農
場
の
性
格
が
な
お
根
強
か
っ
た
と
い
え
る
。
広
大
な
直
領
地
が
あ
り
な
が
ら
、
賦
役
が
軽
量
で

あ
っ
た
り
あ
る
い
は
全
く
な
い
湯
合
、
直
領
地
経
営
に
は
主
に
彼
ら
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
賦
役
が
重
く
い
わ
ゆ
る
「
古
典
荘

園
制
」
を
と
る
荘
園
で
も
、
直
領
地
が
広
大
な
湯
合
に
は
や
は
り
彼
ら
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
述
し
た
よ
う
に
直
領
地
規
模
と
賦
役
量
と
の
比
較
か
ら
賦
役
の
依
存
度
を
決
定
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
各

荘
園
の
形
態
を
固
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s

の
性
格
の
問
題
で
あ
る
。
直
領
地
奴
隷
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

従
っ
て
マ
ン
ス
の
賦
役
を
見
る
限
り
で
は
、
こ
の
荘
園
は
ラ
イ
ン
・
ロ
ワ
ー
ル
河
間
の
地
域
か
ら
か
な
り
距
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
古
典

荘
園
制
の
典
型
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
直
領
地
は
耕
地
と
牧
草
地
計
三
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
及
ぶ
の

に
対
し
、
マ
ン
ス
数
は
わ
ず
か
四
二
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
直
領
地
に
は
女
作
業
場
の
二
四
人
を
除
外
し
て
も
、
マ
ン
ス
数
よ
り
多
い
プ
レ

ペ
ン
ダ
リ
七
二
人
が
数
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
荘
園
の
直
領
地
は
、
保
有
農
の
賦
役
労
働
よ
り
も
領
主
直
属
の
プ
レ
ペ

ン
ダ
リ
に
依
存
す
る
方
が
大
き
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
古
典
荘
園
の
直
領
地
経
営
は
農
奴
の
賦
役
に
全
面
的
に
依
存
し
、
そ
れ
は

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
従
来
の
見
解
は
、
以
上
の
事
実
に
よ
っ
て
大
き
な
修
正
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
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原
則
と
し
て
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s
が
描
く
状
況
は
、
実
際
に
は
流
動
的
で
持
続
的
発
展
の
短
期
間
し
か
示
し

,
 

6
 

て
い
な
い
。
荘
園
は
、
贈
与
、
分
割
、
交
換
等
を
通
し
て
常
に
流
動
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
直
領
地
の
必
要
労
働
力
と
マ
ン
ス
数
及
び
賦

役
量
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
た
え
ず
乱
さ
れ
た
。
も
し
領
主
が
新
し
い
土
地
を
開
墾
す
れ
ば
労
働
力
は
不
足
し
、
直
領
地
の
一
部
を
手
放
し
新

＾
 
＾
 

し
い
マ
ン
ス
を
加
え
た
な
ら
労
働
力
は
過
剰
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
保
有
農
の
賦
役
で
は
直
領
地
の
一
部
し
か
耕
作
で
き
な
い
場
合
、
残
余

耕
地
は
全
て
直
領
地
奴
隷
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
た
と
想
定
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
形
態
は
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
も
し
直
領
地
の
一
部

分
離
と
マ
ン
ス
の
付
加
が
あ
れ
ば
、
「
古
典
荘
園
」
へ
変
化
す
る
。
逆
に
、
賦
役
に
よ
っ
て
全
て
が
耕
作
さ
れ
る
ほ
ど
の
直
領
地
な
ら
直
領

地
奴
隷
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
も
言
い
き
れ
な
い
。
本
来
の
家
内
奴
隷
や
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル

(ministeriales)
、
及
び
何
ら
か
の
技

e
 

術
を
も
っ
た
奴
隷
は
、
大
中
荘
園
領
主
は
ど
こ
で
も
必
要
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
し
、
サ
ン
・
ア
マ
ン
修
道
院
の
一
荘
園
の
如
く
、
記
載
さ

れ
た
賦
役
が
形
式
上
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

d
 c
 

重
要
な
の
は
、
荘
園
に
は
な
お
多
数
の
古
代
的
な
奴
隷
が
保
有
奴
隷
（
農
奴
）
と
並
ん
で
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ラ
ト
ゥ

ー
シ
ュ
ほ
、
一
方
で
は
七
世
紀
以
降
の
マ
ン
ス
の
増
加
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
「
九
世
紀
末
ま
で
の
文
献
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
、

m
a
n
c
i
p
i
a

が
ヴ
ィ
ラ
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
非
自
由
民
は
、
領
主
直
領
地
す
な
わ
ち
、
所
領
の
直
接
経
営
の
行
な
わ
れ
て

＄
 ＾
 

い
る
部
分
を
耕
作
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ド
ゥ
ニ
ー
ル
ト
も
、
無
保
有
奴
隷
の
労
働
力

m
a
i
n
,
d
d
8
u
v
r
e
servile n
o
n
 c
h
a
s
e
e
が

ŵ e
 

直
領
地
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
一
般
的
な
事
実
と
し
て
認
め
て
お
り
、
し
か
も
時
間
的
に
は
、
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
よ
り
遅
く
十
一
世
紀
ま
で
と

a

^

 

$

$

 

し
て
い
る
。
領
主
に
と
っ
て
、
「
自
分
に
の
み
所
属
し
、
命
令
を
い
つ
で
も
遂
行
す
る
用
意
が
あ
る
人
々
を
身
近
に
お
く
」
こ
と
は
好
ま
し

い
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
直
領
地
奴
隷
の
広
汎
な
存
在
は
、
領
主
を
し
て
な
お
古
代
的
身
分
観
念
を
存
続
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
課

税
対
象
の
マ
ン
ス
に
対
し
て
さ
え
も
、
「
自
由
人
」
と
「
奴
隷
」
と
い
う
二
種
類
に
領
主
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

古
典
荘
園
に
お
け
る
農
民
は
、
自
由
人
も
奴
隷
も
マ
ン
ス
を
保
有
し
て
い
る
者
は
領
主
に
よ
り
剰
余
労
慟
を
収
奪
さ
れ
る
者
で
あ
り
、
そ

の
限
り
で
は
農
奴
制
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
直
領
地
経
営
は
彼
ら
以
外
の
奴
隷
労
働
力
に
よ
っ
て
も
行
な
わ

れ
、
彼
ら
の
広
汎
な
存
在
は
、
少
な
く
と
も
領
主
の
意
識
に
古
代
社
会
を
想
起
さ
せ
た
は
ず
で
あ
り
、
領
主
ほ
古
代
的
伝
統
を
固
守
す
る
努
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れ
る
の
で
あ
る
。

⇔
 

力
を
し
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

直
領
地
奴
隷
の
存
在
こ
そ
、

保
有
農
の
奴
隷
所
有
の
問
題

橡
川
氏
は
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
の

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e

の
詳
細
な
分
析
を
さ
れ
、
保
有
農
に
関
し
て
ほ
次
の
よ
う
に
示

h
 

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
保
有
量
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
・
家
族
成
員
数
五
人
以
下
の
保
有
農
は
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
領

，
 
゜

の
保
有
農
家
族
総
数
の
四
五
％
弱
を
占
め
、
彼
ら
は
、
「
そ
の
家
族
労
働
力
だ
け
で
は
保
有
地
を
耕
作
し
き
れ
な
か
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
従
っ
て
保
有
地
の
耕
作
に
は
、
家
族
外
労
働
力
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
零
細
保
有
者
な
い
し
無
保

有
者
に
よ
る
再
小
作
や
雇
傭
労
働
が
想
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
「
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
富
農
的
保
有
農
が
保
有
農
総
数
の
四
五
％
を
占
め

る
の
に
対
し
て
、
零
細
・
無
保
有
者
の
比
率
が
一

0
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
見
て
、
前
者
の
保
有
地
経
営
に
必
要
な
家
族
外
労
働
力

は
、
後
者
に
よ
っ
て
の
み
補
充
さ
れ
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
領
主
の
直
領
地
経
営
に
お
け
る
と
同
様
、
保
有
農
の
経
営
に
お
い

，
 

h
 

て
も
ま
た
、
か
な
り
多
く
の
ば
あ
い
、
奴
隷
が
使
用
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
」
と
結
論
さ
れ
た
。
氏
は
さ
ら
に
、
サ
ン
・
ル
ミ

(
S
t

R
e
m
i
)
 

閾こ。

修
道
院
で
も
同
様
に
保
有
農
の
相
当
多
く
が
家
内
奴
隷
を
使
用
し
た
と
推
定
さ
れ

t

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
上
に
立
っ
て
、
「
九
世
紀
の
北
フ
ラ
ン
ス
で
荘
園
農
民
の
大
多
数
を
し
め
た
コ
ロ
ヌ
ス
な
い
し
イ
ン
ゲ
ヌ
ウ
ス
（
自

由
保
有
農
）
は
、
そ
の
半
ば
ほ
、
小
規
模
な
が
ら
も
奴
隷
所
有
者
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
領
主
も
ま
た
奴
隷
所
有
者

鯛

で
、
そ
こ
に
領
主
と
保
有
農
の
中
核
部
分
と
の
間
の
階
級
的
同
一
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
い
う
の
が
、
氏
の
見
解
で
あ
る
。

私
は
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
保
有
農
の
奴
隷
所
有
の
可
能
性
を
全
く
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
橡
川
氏
の
如
く
こ
れ
を
強
調
な
い
し

一

般

化

で

き

る

ほ

ど

の

も

の

で

あ

っ

た

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

．

氏
は
、
九
世
紀
の
北
フ
ラ
ン
ス
の
荘
園
農
民
の
中
核
を
な
し
た
の
は
、
決
し
て
「
農
奴
」
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
領
主
と
同
じ
く
奴
隷

に
対
し
て
支
配
階
級
に
属
す
「
富
農
」
と
規
定
さ
れ
、
賦
役
義
務
は
彼
ら
所
有
の
奴
隷
に
代
行
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か

中
世
的
統
一
身
分

s
e
r
v
a
g
e

の
形
成
を
阻
ん
で
い
た
要
因
の
一
っ
と
思
わ
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が
る
わ
け
で
あ
る
が
、

し
、
第
一
に
、
当
時
の
コ
ロ
ヌ
ス
は
ロ
ー
マ
時
代
の
コ
ロ
ヌ
ス
の
子
孫
で
も
あ
っ
た
し
、
新
し
く
領
主
権
下
に
入
っ
た
自
由
人
も
、
多
く
は

「
貧
民

(
p
a
u
p
e
r
e
s
)
」
で
あ
り
、
「
衣
食
に
窮
し
」
た
故
に
入
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

第
二
に
、
も
し
賦
役
を
、
保
有
農
自
身
で
は
な
く
、
彼
ら
所
有
の
奴
隷
が
行
な
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
．
直
領
地
で
の
労
働
は
ほ
と
ん

ど
全
て
奴
隷
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
又
、
コ
ロ
ヌ
ス
と
奴
隷
の
区
別
は
厳
格
に
意
識
さ
れ
、
現
実
生
活
に
お
い
て
も
そ
の
区

別
が
強
力
に
維
持
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
カ
ー
ル
禿
頭
王

(
C
h
a
r
l
e
s
le C
h
a
u
v
e
在
位
八
四

-
＝
ー
八
七
七
年
）
の
治
世
下
に
、
奴
隷
の
み
な
ら
ず
コ
ロ
ヌ
ス
に
対
し
て
も
体
刑
が
科
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
八

0
1

年

Mitry
の
住
民
た
る

coloni
が
、
サ
ン
・
ド
ニ
（
St
Denis)
修
道
院
を
相
手
取
っ
て
奴
隷
と
同
じ
税
を
課
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て

鯛

訴
訟
を
お
こ
し
た
こ
と
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
奴
隷
と
コ
ロ
ヌ
ス
が
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
た
の
ほ
何
故
で
あ
る
か
。

第
三
に
問
題
な
の
は
、
橡
川
氏
が
、
保
有
量
五
ヘ
ク
ク
ー
ル
以
上
・
家
族
成
員
数
五
人
以
下
の
保
有
農
を
「
富
農
的
」
と
規
定
さ
れ
た
点

で
あ
る
。
氏
は
、
九
世
紀
の
農
業
技
術
が
、
「
三
圃
制
な
い
し
二
圃
制
輪
作
・
施
肥
・
家
畜
飼
料
栽
培
等
の
諸
点
で
、
中
世
後
期
の
そ
れ
と

大
差
な
か
っ
た
」
こ
と
を
前
提
と
さ
れ
、
中
世
後
期
（
十
二
、
三
世
紀
）
以
降
に
お
け
る
北
フ
ラ
ン
ス
の
農
民
保
有
地
が
、
通
常
一
―
―
ヘ
ク
ク

躙

ー
ル
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
が
前
提
と
さ
れ
た
農
業
技
術
が
、
果
し
て
九
世
紀
と

闇

中
世
後
期
と
で
は
「
大
差
な
か
っ
た
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

十
一
、
二
世
紀
に
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
人
口
の
顕
著
な
増
大
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
で
は
ほ
ぼ
承
認
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
状
況

を
促
し
た
原
因
を
、
ノ
ル
マ
ン
人
等
の
外
民
族
の
侵
略
の
終
結
や
封
建
秩
序
の
成
立
に
よ
る
平
和
に
求
め
る
と
共
に
、
食
料
生
産
の
拡
大
や

そ
の
前
提
と
な
る
農
業
技
術
の
発
展
に
求
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ブ
ロ
ッ
ク
が
「
大
開
墾
の
時
代
」
と
名
づ
け
た

よ
う
な
、
こ
の
時
代
の
耕
地
面
積
の
飛
躍
的
拡
大
も
、
農
器
具
の
改
良
に
よ
っ
て
森
林
開
拓
が
よ
り
容
易
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
原
始
的
な
穀
草
式
農
法
や
古
代
的
な
二
圃
制
農
法
に
比
べ
、
中
世
的
な
三
圃
制
農
法
が
、
有
輪
牽
の
使
用
と
結
び
つ
い
て
農

業
生
産
力
を
高
め
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
三
圃
制
農
法
と
有
輪
牽
の
一
般
的
な
普
及
こ
そ
が
食
糧
生
産
の
増
加
に
つ
な

そ
の
起
源
と
普
及
の
問
題
に
関
し
て
は
、
諸
説
が
あ
っ
て
全
く
混
乱
し
て
い
る
。
し
か
も
＿
―
-
圃
制

残
念
な
が
ら
、
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「
種
々
の
環
境
の
中
に
あ
っ
て
二
圃
制
よ
り
も
都
市
経
済
に
よ
り
対
応
し
え
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
強
い
共
同
体
諸
規
制
（
播
種
、
休
閑

地
、
共
同
放
牧
、
一
村
あ
る
い
ほ
近
隣
数
ケ
村
の
農
業
生
活
の
監
督
）
を
課
」
し
、
「
村
落
共
同
体
の
諸
義
務
の
尊
重
を
強
制
す
る
」
か
ら
、

こ
の
起
源
と
普
及
如
何
と
い
う
問
題
は
、
中
世
的
村
落
共
同
体
の
成
立
如
何
と
い
う
問
題
と
深
く
結
び
つ
き
、
単
に
技
術
史
上
の
課
題
だ
け

で
な
く
西
洋
史
全
体
に
関
わ
る
含
わ
め
て
重
要
な
研
究
分
野
で
あ
る
。

ド
ュ
ビ
ィ
に
よ
れ
ば
、
三
圃
制
農
法
は
、
す
で
に
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
不
完
全
な
が
ら
も
。
＾
リ
地
方
の
大
修
道
院
直
領
地
で
行
な
わ
れ
て

い
た
が
、
十
一
、
二
世
紀
の
農
業
発
展
は
、
こ
れ
ら
の
手
順
を
改
良
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
広
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

蘭

慣
行
は
、

9
土
地
の
状
況
、
⇔
気
候
、
国
特
に
領
主
の
。
＾
ン
製
造
用
の
小
麦
を
生
産
し
よ
う
と
す
る
意
志
、
の
た
め
に
制
約
さ
れ
て
不
完
全

に
普
及
し
て
い
く
。
ま
た
、
当
時
何
ら
か
の
改
良
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
農
器
具
自
体
の
改
良
で
あ
る
と
ド
ュ
ビ
ィ
は
言
う
。
こ
の
時
代

du 

よ
り
以
降
、
史
料
に
鉄
鉱
石
へ
の
言
及
が
多
く
な
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
従
来
の
木
製
の
牽
に
鉄
片
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
牽
先
、
牽
へ
ら
が
強
化
さ
れ
、
深
耕
が
可
能
と
な
る
。
ル
フ
ェ
ー
プ
ル
・
デ
・
ノ
ニ
ト

(
L
e
f
e
b
v
r
e
d
e
s
 N
o
e
t
t
e
s
)
が
主
張
し
た
よ

う
な
肩
頸
環
、
縦
列
繋
駕
法
、
馬
蹄
鉄
、
と
い
う
＿
―
-
大
改
革
が
当
時
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
ド
ュ
ビ
イ
は
承
認
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
馬
は
牛
よ
り
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
で
、
「
こ
の
牽
耕
装
備
の
改
良
は
農
村
の
最
も
繁
栄
し
た
地
方
で
の
み
発
展
で
き
た
」
と
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
農
業
技
術
の
普
及
は
、
荒
地
の
開
拓
や
村
の
耕
地
を
拡
大
さ
せ
る
と
共
に
、
土
地
の
生
産
性
も
上
昇
さ
せ

た
。
か
く
し
て
、
当
時
に
あ
っ
て
は
「
最
も
肥
沃
で
な
い
、
最
も
粗
末
な
牽
耕
地
で
さ
え
、
収
益
率
は
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
史
料
に
示
さ
れ

似

た
も
の
よ
り
高
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

四

ス
リ
ッ
ヘ
ル
・
フ
ァ
ン
・
バ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
八
世
紀
に
自
由
三
圃
農
法
が
、
人
口
密
度
の
高
い
地
域
で
導
入
さ
れ
た
が
、

烈．＂＂ぃ

及
す
る
の
は
人
口
の
増
大
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ス
リ
ッ
ヘ
ル
・
フ
ァ
ン
・
バ
ー
ト
は
、
「
十
世
紀
に
は
、
改
良
さ
れ
た
馬
具
の

導
入
を
み
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
馬
を
牽
耕
に
使
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
一
二
圃
農
法
の
お
か
げ
で
、
よ
り
多
く
の
馬
を
維
持
す
る
の

に
十
分
な
飼
料
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
至
る
継
続
的
な
人
口
増
大
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
た
ぶ
ん

．り

。

こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
増
大
に
よ
る
」
と
し
て
、
馬
に
よ
る
牽
耕
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。

ま、,“̀ 

一
般
的
に
普
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こ
の
よ
う
に
、
収
量
は
播
種
量
の
ニ
・
六
倍
か
ら
一
―
-
•
一
七
倍
程
度
で
あ
っ
た
。

い
ま
、
こ
れ
ら
の
事
例
よ
り
、
当
時
の
穀
物
収
量
を
播
種
量
の
三
倍
な
い
し
四
倍
と
見
積
も
れ
ば
、
仮
に
＿
―
-
圃
制
農
法
が
実
施
さ
れ
て
い

位

た
と
み
て
、
一
人
を
養
う
に
必
要
と
さ
れ
る
耕
地
面
積
ほ
、
一
・
八
ヘ
ク
ク
ー
ル
な
い
し
一
・
ニ
五
ヘ
ク
ク
ー
ル
程
度
で
あ
る
。
家
族
成
員

数
五
人
と
す
れ
ば
、
六
・
ニ
五
ヘ
ク
ク
ー
ル
か
ら
九
ヘ
ク
ク
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。
穀
物
消
費
量
の
比
較
的
少
な
い
老
人
や
子
供
を
考
慮
し

汁
滑
4
0
0
"
1
2
0
0

〈

S
o
m
a
i
n
(
1
-
•
'
7
U

渇
1
)〉

F
4
き
」
迫
滑
1
2
0
"
3
6
0
9

汁
滑
6
0
0
"
1
9
0
0

〈

C
y
s
o甘
g
(
J
I

ー、
S
悔
凜
）
〉

〈

Vitry
(
r
・
'
:
7
u
"
悔
凜
）
〉

7
4
海
1
0
0
"
2
6
0

R
・
ブ
ー
ト
リ
ッ
シ
ュ
は
、
八
世
紀
に
三
圃
制
農
法
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
を
全
面
的
に
否
定
し
て
、

り似

い
。
大
開
墾
時
代
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
、
と
信
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
と
断
言
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
、
少
な
く
と
も
北
フ
ラ
ン
ス
地
方
で
、
三
圃
制
農
法
が
一
般
的
に
普
及
し
て
い
た
と
は
到

姻

底
考
え
ら
れ
な
い
。
プ
ロ
ッ
ク
が
正
し
く
指
摘
し
た
如
く
、
そ
れ
は
ま
だ
「
萌
芽
的
」
で
あ
り
、
多
く
の
農
民
は
、
十
一
世
紀
以
前
に
は
低

い
生
産
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ド
ュ
ビ
ィ
を
は
じ
め
、

R
・
フ
ォ
シ
ェ
、

R
・
ド
ゥ
エ
ー
ル
ト
等
最
近

四

の
フ
ラ
ン
ス
史
学
で
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
社
会
経
済
状
況
を
き
わ
め
て
貧
し
く
と
ら
え
て
い
る
。

ス
リ
ッ
ヘ
ル
・
フ
ァ
ン
・
バ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
八
一

0
年
頃
、
北
フ
ラ
ン
ス
の
四
つ
の
王
領
地
に
お
い
て
、
穀
物
の
播
種
量
対
収
量
比
は

謁

次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

〈

A
n
n
a
p
e
s
(
!
J
ー

A
、
悔
凜
）
〉

（
佃
官

modii)

F
4
y
、j迫
滑
7
2
0
"
2
0
4
0
9

、
Jノ
~
6
0
 :
 1
6
0
;
 

7'“澤
1
1
0
0
:
2
9
0
0
 

「
そ
れ
は
十
一
世
紀
以
前
で
は
な
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ド
ュ
ビ
ィ
の
こ
の
表
現
に
は
、
い
さ
さ
か
誇
張
が
あ
る
と
し
て
も
、
荘
司
等
の
特
権
的
保
有
農
や
比
較
的
大
き
な
保
有
量
を
維
持
す
る
保

有
農
が
、
奴
隷
を
所
有
し
た
こ
と
は
、
先
の
事
実
な
ど
か
ら
み
て
充
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
生
産
技
術
の
不
足
や
天
災
、
戦

と
結
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
み
て
も
、
橡
川
氏
が
「
富
農
」
の
最
低
基
準
と
し
て
示
さ
れ
た
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
五
人
に
と
っ
て
決
し
て
余
裕
あ
る
保
有
量

と
は
思
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
な
状
況
の
中
で
、
保
有
農
が
果
し
て
奴
隷
を
所
有
で
き
た
か
ど
う
か
疑
問
に
感
ぜ
ざ

る
を
え
な
い
。
ド
ュ
ビ
ィ
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
マ
ン
ス
の
成
員
数
は
そ
の
マ
ン
ス
の
耕
地
面
積
に
必
要
と
さ
れ
る
労
働
力
よ
り

o
l
 

3
 

多
く
、
余
分
な
労
働
力
は
直
領
地
へ
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
に
示
し
た
数
量
的
操
作
は
、
あ
く
ま
で
橡
川
氏
の
規
定
さ
れ
た
富
農
の
最
低
保
有
量
を
否
定
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

家
族
成
員
数
に
比
し
て
保
有
面
積
が
大
き
い
場
合
、
保
有
農
が
奴
隷
を
所
有
し
た
と
い
う
こ
と
を
全
く
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し

h.

＂ぃ

ろ
、
マ
ン
ス
保
有
量
の
著
し
い
地
域
的
偏
差
や
、
マ
ン
ス
保
有
量
と
家
族
数
と
の
間
に
ど
ん
な
相
関
関
係
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
を
考

え
合
わ
す
な
ら
ば
、
一
部
の
富
農
た
ち
が
奴
隷
を
所
有
し
た
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

実
際
、
九
世
紀
、
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
の
保
有
農
た
ち
が
、

d
 

h"ぃ

ル
タ

• 

賦
役
に
自
分
た
ち
の
奴
隷

(
m
a
n
c
i
p
i
a
)

を
使
っ
た
事
実
、
サ
ン
・
ベ

ン
(
S
t
B
e
r
t
i
n
)

修
道
院
の
一
荘
園
で
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
マ
ン
ス
を
保
有
す
る
荘
司

(bailiff)

が
十
二
人
の
奴
隷
を
所
有
し
た
事
実
、

等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
八
五

0
年
、
ア
ミ
ア
ン
の
カ
テ
ド
ラ
ル
に
贈
与
さ
れ
た
一
農
民
夫
婦
は
、
「
そ
の
子
供
た
ち
と
奴
隷
」
を
持

t
"
q
 

j
 

っ
て
い
た
。
古
代
的
伝
統
の
強
か
っ
た
北
イ
タ
リ
ア
で
は
、
ブ
レ
ッ
シ
ア
の

S
t
G
i
u
l
i
a

修
道
院
に
お
い
て
、
九

0
五
ー
九

0
六
年
、
各

獨

農
民
世
帯
に
八
人
か
ら
四
九
人
の
奴
隷
が
存
在
し
た
。

ド
ュ
ビ
ィ
は
、
直
領
地
奴
隷
が
多
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
や
上
記
の
保
有
農
の
奴
隷
所
有
の
事
実
を
指
摘
し
て
、
「
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ

ン
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
の
諸
荘
の
最
大
マ
ン
ス
を
耕
作
す
る
人
は
、
家
内
奴
隷
労
働
力
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
自
ら
の
土
地
を
耕
作

り
k
"

＂μ 

で
き
た
の
か
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
、
富
農
的
な
マ
ン
ス
保
有
農
の
奴
隷
所
有
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、簡

「
我
々
が
見
る
限
り
、
家
内
奴
隷
制
は
、
九
世
紀
に
お
い
て
は
、

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s

に
描
か
れ
た
農
村
で
は
ま
だ
か
な
り
一
般
的
で
あ
っ
た
」
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こ
れ
ま
で
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
、
と
り
わ
け
九
世
紀
の
荘
園
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
結
果
を
要
約
す
れ
ば
次
の
三
点
に
な
る
。

日
、
「
古
典
荘
園
制
」
を
と
ら
な
い
荘
園

(11非
賦
役
型
な
い
し
軽
量
賦
役
型
荘
園
）
で
は
、
直
領
地
耕
作
に
、
領
主
の
家
内
労
働
力

(11奴
隷
）
が
使
用
さ
れ
た
。

⇔
、
古
典
荘
園
に
お
い
て
、
保
有
農
は
領
主
に
労
働
地
代
を
提
供
し
、
そ
の
限
り
で
は
彼
ら
は
農
奴
で
あ
る
が
、
直
領
地
が
彼
ら
の
労
慟

力
だ
け
で
は
耕
作
し
き
れ
な
い
湯
合
、
や
は
り
領
主
の
家
内
労
働
力
が
必
要
と
さ
れ
た
。

回
、
保
有
農
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
経
済
的
に
貧
し
い
状
況
に
あ
っ
て
、
奴
隷
の
所
有
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
古
典
荘
園
制
を
賦
役
農
奴
制
と
み
る
こ
と
は
、
一
面
で
は
正
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
、
直
領
地

に
お
け
る
奴
隷
の
根
強
い
残
存
は
否
定
し
難
く
、
し
ば
ら
く
の
間
、
古
典
荘
園
に
古
代
奴
隷
制
的
な
属
性
を
維
持
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、
古
代
的
な
身
分
観
念
は
、
な
お
そ
の
意
味
を
完
全
に
は
失
な
っ
て
お
ら
ず
、
中
世
的
統
一
身
分

s
e
r
v
a
g
e

の
形
成
を
阻
害
し
て
い
た
一
要
因
は
、
実
は
こ
れ
ら
直
領
地
奴
隷
の
存
在
自
体
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

s
e
r
v
a
g
e
が
形
成
さ
れ
る
十
一
、
二
世
紀
と
い
え
ば
、
マ
ン
ス
の
分
裂
、
賦
役
の
軽
減
が
見
ら
れ
る
と
共
に
、
直
領
地
も
ま

た
相
当
に
縮
小
し
、
古
典
荘
園
制
が
解
体
し
て
い
く
時
期
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、
奴
隷
の
消
減
の
問
題
と
古
典
荘
園
制
の
解

体
は
、
別
々
に
論
じ
ら
れ
、
両
者
の
関
係
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
両
現
象
に
は
、
密
接
な
関
係

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
最
後
に
こ
の
問
題
に
若
干
言
及
し
て
お
き
た
い
。

古
典
荘
園
制
の
解
体
に
関
し
て
多
く
の
原
因
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
次
の
四
つ
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

終
章

△

mU” 

争
等
に
よ
っ
て
慢
性
的
栄
養
不
良
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
小
土
地
所
有
者
は
別
と
し
て
、
荘
園
の

農
民
で
奴
隷
を
所
有
で
き
た
者
は
、
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
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日
、
封
地
の
設
定
、
相
続
、
贈
与
、
等
に
よ
る
荘
園
の
分
解
。

⇔
、
外
民
族
の
侵
入
等
に
よ
る
社
会
的
混
乱
の
た
め
、
領
主
1
1
農
民
の
絆
が
弛
緩
し
た
こ
と
。

笥
人
口
の
増
大
と
農
業
生
産
力
の
向
上
に
よ
り
、
余
剰
労
働
力
が
生
じ
た
こ
と
。

四
、
直
領
地
を
小
作
人
に
分
割
貸
与
し
た
こ
と
。

こ
れ
ら
は
、
地
域
的
・
時
間
的
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
ど
れ
も
相
互
に
密
接
に
関
連
が
あ
る
事
実
で
あ
る
が
、
特
に
国
の
場
合
は
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
ュ
ビ
ィ
に
よ
れ
ば
、
賦
役
で
耕
作
さ
れ
る
直
領
地
の
地
片

(lots
c
o
r
v
e
e
s
)

が
マ
ン
ス
に
融
合
さ
れ
る
場
合
が

叫

多
く
、
故
意
に
保
有
農
に
貸
与
す
る
の
は
、
一
時
的
な
労
働
力
の
不
足
の
故
で
あ
っ
て
、
例
外
的
な
湯
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
後

者
の
場
合
を
例
外
的
と
見
倣
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
奴
隷
人
口
の
漸
次
的
減
少
に
加
え
て
、
先
に
示
し
た
け
、
⇔
等
の
理
由
に
よ
っ

て
領
主
の
農
民
支
配
は
弛
緩
し
、
労
働
力
の
不
足
が
当
然
起
こ
る
ほ
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
充
す
る
手
段
と
し
て
、
直
領
地
を
保
有
農
に
貸

与
し
た
り
、
残
存
す
る
直
領
地
奴
隷
に
貸
与
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
も
古
典
荘
園
制
の
解
体
の
一
原
因

を
な
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
か
ら
十
二
世
紀
の
間
、
と
り
わ
け
十
一
世
紀
の
史
料
に
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る

colliberti

叫

叫

(
c
u
l
v
e
r
t
)
 
~
、
本
来
の
意
味
は
「
共
同
で
解
放
さ
れ
た
奴
隷
」
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
十
一
世
紀
に

·
s
e
r
f
s

と
並
ん
で
存
在
し
て
い
た
事
実

（
つ
ま
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
一
iberti
や

liti
が

serfs

ll
同
化
し
た
の
に
、
彼
ら
だ
け
が
特
殊
な
名
で
呼

d
 

ば
れ
た
こ
と
）
、
し
か
も
十
二
世
紀
前
半
に
は

s
e
r
f
s

ll
融
合
し
て
し
ま
う
事
実
は
、
彼
ら
が
比
較
的
遅
く
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

川

ペ
ラ
ン
は
、
彼
ら
を
、
直
領
地
奴
隷
が
保
有
地
を
与
え
ら
れ
解
放
さ
れ
た
も
の
と
見
倣
し
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
事
実
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
展
望
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
古
典

荘
園
と
よ
ば
れ
る
段
階
に
お
い
て
は
、
古
代
的
奴
隷
制
が
強
く
残
存
し
て
古
典
荘
園
に
古
代
的
性
格
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
十

一
、
二
世
紀
に
お
い
て
、
直
領
地
の
縮
小
、
奴
隷
、
賦
役
制
農
奴
の
減
少
、
そ
れ
に
伴
う
法
的
身
分
と
し
て
の

s
e
r
v
a
g
e

層
の
形
成
と
い

う
極
め
て
重
大
な
変
化
が
進
行
し
、
古
典
荘
園
制
に
大
き
な
再
編
を
強
い
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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〈
序
章
〉

①

liberti 
:
)
;
;
:
、
ロ
ー
マ
法
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
奴
隷
で
あ
る
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
従
属
を
伴
う
解
放

(
1
3
a
n
u
m
i
s
s
i
o
c
u
m
 obse, 

q
u
i
o
)

で
あ
っ
て
、
解
放
後
も
な
お
領
主
に
隷
属
し
た
。

M
a
r
c

B
l
o
c
h
,
 
T
h
e
 

"
 Co
l
l
i
b
e
r
t
i
"
"
A
 
s
t
u
d
y
 
o
n
 
t
h
e
 
servile 

class 
(
S
l
a
v
e
r
y
 
a
n
d
 
S
e
r
f
d
o
m
 
i
n
 
t
h
e
 
M
i
d
d
l
e
 
A
g
e
s
,
 

T
r
a
n
s
l
a
t
e
d
 b
y
 
W. R
.
 B
e
e
r
 1975), 
p
p
.
1
3
1
|
1
3
3
.
 

@
l
i
t
i
,
 lidi 
(
ロ
ッ
バ
ル
ド
族
の
場
合
は

a
l
d
i
o
n
)
は
、
ゲ
ル
マ
ソ
法

に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
奴
隷
で
、
奴
隷
と
自
由
人
と
の
中
間
的
身
分

で
あ
る
。

(ibid.,
pp. 1
2
9
|
1
3
0
,
)
 

M
.
 B
l
o
c
h
,
 
P
e
r
s
o
n
a
l
 liberty 
a
n
d
 s
e
r
v
i
t
u
d
e
 in t
h
e
 M
i
d
'
 

d
l
e
 A
g
e
s
,
 
particularly 
in 
F
r
a
n
c
e
 :
 C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 to 
a
 

class 
s
t
u
d
y
 
(
S
l
a
v
e
r
y
 
a
n
d
 
S
e
r
f
d
o
m
 
i
n
 
t
h
e
 
M
i
d
d
l
e
 

A
g
e
s
,
 
T
r
a
n
s
l
a
t
e
d
 b
y
 
W. R
.
 B
e
e
r
 1975), 
p
p
.
 6
8
|
6
9
.
 

プ
ロ
ッ
ク
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
た
の
は
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ

ソ
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
領
の
事
例
で
あ
る
。
同
修
道
院
の
九
世
紀
初

期
の

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e

(
所
領
明
細
帳
）
に
お
い
て
、

E
s
m
a
n
s

荘

（
セ
ー
ヌ
・
ニ
・
マ
ル
ヌ
県
）
に
は
、

servi
は
全
く
存
在
し
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
―
二
八
九
年
に
解
放
状
が
出
さ
れ
た
時
に
は
、

全
住
民
が
serfs
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
九
世
紀
初
期
、
V
i
l
l
e
n
e
u
v
e
,

S
a
i
n
t
,
G
e
o
r
g
e
s
荘
（
セ
ー
ヌ
・
ニ
・
オ
ア
ー
ズ
県
）
で
は
、
そ
こ

に
居
住
す
る
一
三
二
名
の
保
有
農
の
う
ち
コ
ロ
ニ
ー

coloni
1

―
 

二
名
に
対
し
て
、

servi
―
四
名
が
見
ら
れ
る
が
、
ー
ニ
四
九
年
の
同

荘
農
民
に
対
す
る
解
放
状
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
の
全
農
民
が

serfs

で
あ
っ
た
。
ま
た
、

T
h
i
a
i
s
荘
（
セ
ー
ヌ
県
）
で
も
同
様
の
現
象

(4) (3) 註

が
見
ら
れ
、
九
世
紀
初
期
、
ニ
―

10名
の

coloni
に
対
し
て

servi

は
わ
ず
か
十
一
名
で
あ
っ
た
の
に
、
ー
ニ
五

0
年
に
は
全
農
民
が

serfs
と
な
っ
て
い
た
。

M
.Bloch•The '̂Colliberti" 

p
p
.
 

1
4
0
|
1
4
1
.
 

⑱
た
と
え
ば
最
近
の
、

Brigitte
M
o
n
t
e
a
g
l
e
,
 
L
e
 s
e
r
v
a
g
e
 
a
u
 

M
o
y
e
n
 A
g
e
 (
L
e
s
 dossiers 
d
e
 
l'histoire•1977)•pp.45 

|
5
2
.

も
プ
ロ
ッ
ク
説
の
踏
襲
で
あ
る
。

M
.
 
Bloch•Feudal 

society•vol. 

I•Translated 

b
y
 L
.
A
.
 

M
a
n
y
o
n
,
 London•1965•p.263. 

(
新
村
猛
•
森
岡
敬
一
郎
他

訳
「
封
建
社
会
」
ー
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
二
三
三
ー
ニ

三
四
頁
。
）

B
.
M
o
n
t
e
a
g
l
e
,
,
o
p
.
 cit••p.48.; 

G
.
F
o
u
r
q
u
i
n
,
 

L
o
r
d
s
h
i
p
 a
n
d
 F
e
u
d
a
l
i
s
m
 i
n
 t
h
e
 
M
i
d
d
i
e
 Ages•1976, 

p.44. 

た
と
え
ば
、

M
.Bloch•Personal 

liberty 
a
n
d
 servitude, 

p
p
.
3
7ー

4
．
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
こ
う
し
た
規
定
に
対

し
て
、

L

・
フ
ル
リ
ー
ス
ト

(
L
.
V
e
r
r
i
e
s
t
)
 /J.
よ
れ
ば
、
厳
密
な

法
的
意
識
の
下
で
の
不
自
由
人

(serfs)
~
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
奴

隷
(servi)
の
子
孫
に
限
ら
れ
、
荘
園
農
民
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、

人
頭
税
・
領
外
結
婚
税
・
相
続
税
の
三
つ
の
負
担
は
自
由
人
に
対
し

て
も
課
せ
ら
れ
た
と
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
説
を
批
判
し
て
い
る
。
橡
川

一
朗
「
ペ
ラ
ン
『
フ
ラ
ソ
ス
・
ド
イ
ツ
の
農
奴
制
』
ー
第

x回
歴
史

学
国
際
会
議
第

m部
会
に
お
け
る
報
告
ー
」
・
（
「
歴
史
学
研
究
」
二

0

六
号
、
一
九
五
七
年
）
。

A
・
デ
レ
ア
ー
ジ
ュ
著
、
千
葉
治
男
・
中

村
五
雄
訳
「
フ
ラ
ン
ス
農
民
小
史
」
未
来
社
、
一
九
五
七
年
、
七
ニ

ー
七
三
頁
。

G
.
F
o
u
r
q
u
i
n
,
 
op. c
i
t
•
•
p
.
4
5
.

参
照
。
し
か
し
、

法
上
の
身
分
が
「
出
生
」
に
基
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、

serf
を

(7) (6) 
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⑬ (1Q (9) (8) 

社
会
構
成
上
の
一
階
級
を
示
す
学
術
的
用
語
と
し
て
用
い
る
な
ら

ば、

s
e
r
v
a
g
e
が
十
一
、
二
世
紀
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ク

説
は
、
な
お
そ
の
意
義
を
保
ち
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に

関
し
て
ほ
、
井
上
泰
男
「
フ
ラ
ン
ス
領
主
制
の
基
本
的
特
質
」
（
「
史

学
雑
誌
」
六
五
ー
一
、
一
九
五
六
年
）
、
四
二
頁
参
照
。

古
典
荘
園
を
農
奴
制
の
典
型
と
す
る
見
解
は
、
封
建
制
か
ら
資
本
主

義
へ
の
移
行
の
問
題
に
関
連
し
て
、
戦
後
、
高
橋
幸
八
郎
氏
に
よ
っ

て
体
系
化
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
高
橋
氏
は
、
古
典
荘
園
の
内
容
を

次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
が
と
も
か
く
封
建
的
土
地

所
有
の
始
源
的
な
形
態
で
あ
る
こ
と
、
領
主
と
農
民
と
の
関
係
か
ら

い
え
ば
、
労
働
地
代
盆
閑
役
）
の
段
階
に
お
け
る
封
建
的
土
地
所
有

で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
農
奴
制
も
古
典
的
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

か
の
フ
ー
フ
ェ
体
制
も
農
業
技
術
的
意
味
で
の
土
地
制
度
と
の
結
び

つ
き
に
お
い
て
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
等
々
、
と
も
か
く
封

建
的
土
地
所
有
の
古
典
形
態
た
る
に
相
応
し
い
。
」
（
高
橋
幸
八
郎

「
市
民
革
命
の
構
造
」
増
補
版
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
六
年
、

六
一
頁
。
）
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
た
と
え
ば
、
吉
岡
昭
彦
「
封
建

的
土
地
所
有
・
封
建
地
代
・
経
済
外
強
制
」
（
「
西
洋
経
済
史
講
座
I
」

岩
波
書
店
、
一
九
六

0
年
）
の
う
ち
に
も
明
白
に
表
現
さ
れ
て
い

る。ゲ
オ
ル
グ
・
フ
ォ
ン
・
ペ
ロ
ウ
著
、
堀
米
庸
三
訳
「
ド
イ
ツ
中
世
農

業
史
」
創
文
社
、
一
九
五
五
年
、
五
九
ー
六
一
頁
。

M
.
 
Bloch•Feudal 

society•vol. 

1••p.241. 

(
邦
訳
、
三

四
頁
）

G
e
o
r
g
e
s
 Duby•Rural 

e
c
o
n
o
m
y
 
a
n
d
 countr~ 

life 
in 

t
h
e
 
m
e
d
i
e
v
a
l
 West•Translated 

b
y
 C
y
n
t
h
i
a
 P
o
s
t
a
n
,
 

⑱
 

1962,. p. 
34. 

十
一
、
二
世
紀
頃
、
フ
ラ
ン
ス
で

s
e
r
v
a
g
e

が
成
立
す
る
の
は
、

ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
で
あ
ろ
う
。
先
に
あ
げ
た
M
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
諸

著
作
の
他
に
、

B.
M
o
n
t
e
a
g
l
e
,
 
op. c
i
t
•
•
p
.
4
7

等
。

G•Duby, 

op. cit., 
p
.
1
9
7
.
R
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
著
、
宇
尾
野

久
•
森
岡
敬
一
郎
訳
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
の
誕
生
」
一
条
書
店
、

一
九
七

0
年
、
三
五
二
頁
。
井
上
泰
男
、
前
掲
論
文
、
三

0
_
――――

頁
等
。

⑬
]
M
.
 Bl
o
c
h
,
 
T
h
e
 "Colliberti ", 
p.136. 

⑮
も
っ
と
も
、
古
典
荘
園
の
解
体
は
、
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
す

で
に
九
世
紀
に
始
ま
る
の
で
（
前
掲
書
、
三
六
八
頁
）
、
そ
れ
が
目

立
た
ぬ
ほ
ど
緩
慢
に
進
行
し
た
場
合
、
古
典
荘
園
そ
の
も
の
の
う
ち

に

s
e
r
v
a
g
e
が
形
成
さ
れ
た
と
見
倣
す
こ
と
も
決
し
て
不
可
能
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
九
世
紀
の
古
典
荘
園
よ
り
時

間
的
に
遅
れ
て

s
e
r
v
a
g
e
が
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
古

典
荘
園
の
解
体
過
程
の
う
ち
に

s
e
r
v
a
g
e

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
。

⑯
た
と
え
ば
、

M
.
Bloch, 
H
o
w
 a
n
d
 
w
h
y
 a
n
c
i
e
n
t
 
s
l
a
v
e
r
y
 

c
a
m
e
 to 
a
n
 e
n
d
 (
S
l
a
v
e
r
y
 a
n
d
 S
e
r
f
d
o
m
)
,
 pp. 3
1
8
.
 

M
・
ブ
ロ
ッ
ク
著
、
河
野
健
ニ
・
飯
沼
二
郎
訳
「
フ
ラ
ン
ス
農
村
史

の
基
本
性
格
」
創
文
社
、
一
九
五
九
年
、
一

0
七
I
-
0八
頁
。
同

書
に
お
い
て
は
、

r
e
s
e
r
v
e
す
な
わ
ち

d
e
m
e
s
n
e
を
「
保
留
地
」

と
訳
さ
れ
て
あ
っ
た
が
、
引
用
で
は
「
領
主
直
領
地
」
と
い
う
語
に

か
え
た
。
な
お
、
シ
ャ
ゼ
さ
れ
る
と
は
、
奴
隷
に
家

c
a
s
a
と
附
属

耕
地
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

橡
川
一
朗
「
農
奴
制
の
成
立
と
農
奴
身
分
の
問
題
（
史
学
雑
誌
」
六

⑰
 

⑬
 

⑫
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偽 偽 ⑳
 

⑳ ⑲ 

ニ
ー
一
一
、
六
三
—
一
、
一
九
五
三
、
五
四
年
）
、
「
西
洋
封
建
社

会
成
立
史
に
お
け
る
下
部
構
造
論
の
再
検
討
」
（
「
西
洋
史
学
」
二
七

号
、
一
九
五
五
年
）
、
「
フ
ラ
ソ
ス
荘
園
制
の
変
遷
過
程
」
（
「
社
会
経

済
史
大
系
11」
、
一
九
六

0
年
）
、
「
西
欧
封
建
社
会
の
比
較
史
的
研

究
」
青
木
書
店
、
一
九
七
二
年
参
照
。

た
と
え
ば
、
世
良
晃
志
郎
「
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
」
（
「
西
洋
史
学
」
二
七
号
、
一
九
五
五
年
）
、
吉

岡
昭
彦
「
封
建
制
の
理
論
的
諸
問
題
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
二
四
二

号
、
一
九
六

0
年
）
、
下
野
義
朗
「
い
わ
ゆ
る
古
典
荘
園
の
構
造
を

め
ぐ
る
基
礎
的
諸
問
題
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
四
二
六
号
、
一
九
七
五

年
）
等
。
書
評
と
し
て
、
渡
辺
節
夫
「
橡
川
一
朗
著
『
西
欧
封
建
社

会
の
比
較
史
的
研
究
』
を
読
ん
で
1

い
わ
ゆ
る
古
典
荘
園
の
構
造
に

つ
い
て
1

」
(
「
歴
史
評
論
」
二
七
九
号
、
一
九
七
三
年
）
等
が
あ

る。フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
・
ク
ー
ラ
ソ
ジ
ュ
著
、
明
比
達
朗
訳
「
古
代
フ
ラ

ソ
ス
土
地
制
度
論
」
下
、
日
本
評
論
社
、
一
九
四
九
年
、
四
六
ー
五

六
頁
。

太
田
秀
通
氏
に
よ
れ
ば
、
奴
隷
に
さ
れ
る
と
は
、
自
己
の
属
す
生
活

と
生
産
の
甚
盤

(11共
同
体
）
か
ら
、
暴
力
的
に
引
き
離
さ
れ
る

か
、
こ
の
よ
う
な
生
活
と
生
産
の
甚
盤
そ
の
も
の
が
破
砕
さ
れ
る
か

し
て
、
個
々
人
が
別
々
に
他
人
の
所
有
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

太
田
秀
通
「
奴
隷
概
念
の
再
検
討
」
（
「
思
想
」
六
四
一
号
、
一
九
七

七
年
）
―
二
頁
。

B
.
 M
o
n
t
e
a
g
l
e
,
 
op. 
cit., 
p. 45.; 
M
.
 B
l
o
c
h
,
 
H
o
w
 a
n
d
 

w
h
y
 a
n
c
i
e
n
t
 s
l
a
v
e
r
y
 c
a
m
e
 to 
a
n
 e
n
d
,
 
p. 24. 

G•Duby, 

T
h
e
 e
a
r
l
y
 g
r
o
w
t
h
 o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 e
c
o
n
o
,
 

m
y
"
W
a
r
r
i
o
r
s
 a
n
d
 p
e
a
s
a
n
t
s
 f
r
o
m
 t
h
e
 
s
e
v
e
n
t
h
 to 
t
h
e
 

t
w
e
l
f
t
h
 

1974, 
p
.
3
2
.
 

⑳

M
.
 B
l
o
c
h
,
 
op. cit., 
pp. 1
|
2
.
 

⑳

〈
T
h
e
t
r
a
d
e
 c
o
n
t
i
n
u
e
d
 
to 
b
e
 
v
e
r
y
 
a
c
t
i
v
e
 
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
 

t
h
e
 e
r
a
 o
f
 
t
h
e
 b
a
r
b
a
r
i
a
n
 
k
i
n
g
d
o
m
s
 a
n
d
 u
p
 to 
C
a
r
o
l
,
 

i
n
g
i
a
n
 t
i
m
e
s
.〉
（

ibid.,
p. 3.) 

⑳

R
.
 D
o
e
h
a
e
r
d
,
 
L
e
 h
a
u
t
 r
n
o
y
e
n
 11.ge 

o
c
c
i
d
e
n
t
a
l
 :
 Ec
o
n
o
,
 

m
i
e
s
 et 
societes, Paris•1971•p.185. 

⑰

R
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
前
掲
書
、
一
六
一
頁
。

⑳
ク
ー
ラ
ソ
ジ
ュ
前
掲
書
、
四
六
ー
四
八
頁
。

(

G•Duby, 

op. cit., 
p
.
1
0
9
.
 

g
 ibid. 

⑳

ibid. 

⑲

ibid. 

僻

ibid.

紗

R
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
前
掲
書
、
二

0
九
頁
。

胡
同
書
、
二

0
九
頁
。

斡
同
書
、
二

0
九
頁
。

G
.Duby•op. 

cit••p.109. 

⑰

R
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
前
掲
書
、
二

0
九
頁
。

斡
同
書
、
二

0
九
頁
。

⑲

R
.
 F
o
s
s
i
e
r
,
 
H
i
s
t
o
i
r
e
 
sociale 
d
e
 
l'occident 
m
e
d
i
e
v
a
l
,
 

Paris, 
1970, 
p. 65. 

註
⑬
参
照
。

幸
い
に
も
、
伏
島
正
義
氏
が
各
部
族
法
典
を
分
析
さ
れ
て
、
自
由
人

が
奴
隷
へ
転
落
す
る
場
合
を
規
定
す
る
条
項
を
整
理
さ
れ
て
い
る
の

⑬囮
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;；- ／|  人身売買 I婚 姻 刑 罰 債 務※

Codex Euricianus 290,300 
Lex Visigothorum V12-)4，-I10II.-11 2-6(S cf. III-2-2. 3. 4. VI-3-1 IIー1-19,Vl-V4-Il2-, 2-

6, 111-3-1. 2 V-7-3~8 VIl-1-1.5, 
14, V-7-3~8 

Lex Burgundionum 35-3, 47-1. 2 107-7 

Lex Salica 39-2.3 13-8.9 

Edictus Langobardorum 217,221 

Pra:c~ttuus s} Alamannorum III-12 
46~48 18-1.2, 39 38 

Lex Ribuaria 16 58 
Lex Bajuvariorum 9-4, 16-5 7-3 7-3a, 8-18 1-10, 2-1, 7-4, 9-19 

Capitulatio de partibus 21 
Saxoniae 

Lex Saxonum 20 
Lex Thuringorum 40, 41 
Lex Francorum Chama-10 
vorum 

Lex Frisionum 21 

※財産漁銭）の貸借関係に因るのではなく，むしろ犯罪を犯した際に罰金が支払えないために

奴隷となるケースがそのほとんどである。

碑 6l)図個僻

で
、
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
（
伏
島
正
義
「
部
族
法
典
に
み
る
奴
隷

に
つ
い
て
」
『
歴
史
学
研
究
』
四
五
四
号
、
一
九
七
八
年
、
一
八
頁

に
よ
る
）
。
上
表
。

「
負
け
れ
ば
、
進
ん
で
人
の
奴
隷
と
な
り
、
た
と
え
〔
勝
っ
た
者
よ

り
〕
よ
り
若
く
、
ま
た
よ
り
力
強
く
と
も
、
そ
の
身
の
束
縛
を
受

け
、
売
買
に
供
せ
ら
れ
る
の
を
耐
え
忍
ぶ
。
」
（
ク
キ
ト
ゥ
ス
「
ゲ
ル

マ
ニ
ア
」
二
四
章
、
田
中
秀
央
・
泉
井
久
之
助
訳
、
岩
波
文
庫
）

R
.
 D
o
e
h
a
e
r
d
,
 
op_. cit••p.188. 

G•Duby, 

o
p
.
 
cit••p.82. 

ド
ュ
ビ
ィ
に
よ
れ
ば
、
「
生
産
技
術
」
の
不
足
か
ら
耕
地
拡
大
は
制

限
さ
れ
、
九
世
紀
初
期
に
は
人
口
は
の
び
悩
ん
で
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
生
産
技
術
の
改
良
に
よ
っ
て
人
口
は
再
び
増
加
す
る
。

(G•Duby, 

o
p
.
 
cit••p. 

7
9
ー
p.
83, 
p. 1
8
6
)
,
P
,
な
み
に
、
八
八

一
年
の
サ
ソ
・
ル
ミ
修
道
院
の

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
~
よ
れ
ば
、
一
夫
婦

当
り
平
均
ニ
・
七
人
の
子
供
を
持
っ
た
。

(ibid.,
p. 8
2
)
 

倫
橡
川
一
朗
「
封
建
的
土
地
所
有
の
成
立
ー
古
典
荘
園
の
諸
性
格
|
」

（
「
西
洋
経
済
史
講
座
ー
」
岩
波
書
店
、
一
九
六

0
年
）
九
六
頁
。

〈
本
章
〉

紛

R
.
D
o
e
h
a
e
r
d
,
 o
p
.
 cit., p
p
.
1
8
7

ー

1
器

;
G
•
D已
>
Y
•
o
p
.

cit., 

p
.
8
6
.
 

橡
川
一
朗
前
掲
論
文
、
九
九
頁
。

同
論
文
、
九
九
頁
。

R•Doehaerd•op. 

cit••p.189. 

G•Duby•op. 

cit., 
p. 86. 

R•Doehaerd,10p. 

cit••p.189. 

僻り僻 ⑫
 

M
・
ブ
ロ
ッ
ク
「
フ
ラ
ン
ス

- 91 -



69) 謁 翻 躙 齢闘 03 69 6J) 00 艇960 67J 鑓 醐斡鑓

農
村
史
の
基
本
性
格
」
、

同
書
、
一

0
五
頁
。

R•Doehaerd, 

op. cit••p.184. 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
世
良
晃
志
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
（
世
良
晃
志
郎
前
掲
論
文
、
九
頁
。
）

上
原
専
禄
「
伝
カ
ー
ル
大
王
御
料
地
令
国
訳
嘗
試
」
（
同
氏
「
独
逸

中
世
の
社
会
と
経
済
」
所
収
）
参
照
。

R
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
前
掲
書
、
二
三
八
頁
。
．

M
・
プ
ロ
ッ
ク
前
掲
書
、
一

0
五
頁
。

G•Duby, 

R
u
r
a
l
 
e
c
o
n
o
m
y
 
a
n
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
life 
in 
t
h
e
 

13edieval W
e
s
t
,
 p. 39. 

ibid. 

ibid••p.38. 
ibid. 

…̂ 
.. nurseries 
for 
r
e
a
r
i
n
g
 y
o
u
n
g
 d
o
m
e
s
t
i
c
 s
e
r
v
a
n
t
s
)
 

(ibid.) 

R•Doehaera, 

op. cit., 
p.189. 

た
と
え
ば
、

Prli13
と

L
o
b
b
e
s
の
p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
s
は
、
若
干
の

土
地
に

haistaldi
_
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ibid.

ibid. 

G
.
 D
u
b
y
,
 T
h
e
 e
a
r
l
y
 g
r
o
w
t
h
 of t
h
e
 E
u
r
o
p
e
a
n
 e
c
o
n
o
m
y
,
 

p
p
.
 78, 8
6
;
 
R
.
 D
o
e
h
a
e
r
d
,
 
op. cit••pp.1881189. 

G•Duby, 

op. cit••p. 

9
0
 ;
 id., 
R
u
r
a
l
 
e
c
o
n
o
m
y
 
a
n
d
 

c
o
u
n
t
r
y
 life, 
p. 50. 

伊
藤
栄
「
ド
イ
ッ
封
建
社
会
発
達
史
研
究
」
弘
文
堂
、
一
九
六
三
年
、

八
ー
九
頁
参
照
。

1
0五
頁
。

饂 鋤 6J)60 ⑲閥 (]1) 閥 僻 c-0 C$ c:, c≫ co 

橡
川
一
朗
「
西
欧
封
建
社
会
の
比
較
史
的
研
究
」
、
五
五
ー
五
六
頁
。

G•Duby•Rural 

e
c
o
n
o
m
y
 a
n
d
 c
o
u
n
t
r
y
 life•p.54. 

ibid. 

ibid. 

G
.
 D
u
b
y
,
 T
h
e
 e
a
r
l
y
 g
r
o
w
t
h
 of 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 e
c
o
n
o
,
 

my•p. 

4
1
 ;
 id., 
R
u
r
a
l
 e
c
o
n
o
m
y
 a
n
d
 c
o
u
n
t
r
y
 
life•p.54. 

G•Duby, 

T
h
e
 e
a
r
l
y
 growth•p.89; 

id••Rural 

e
c
o
n
o
-

my•pp.52|53. G•Duby, 

T
h
e
 e
a
r
l
y
 growth•pp.89|90; 

id••Rural 

e
c
o
n
o
m
y
•
p
p
.
5
2
|
5
3
.

た
と
え
ば
、
L
u
c
c
aの
聖
堂
参
事
会
所

属
の
保
有
農
た
ち
は
、
十
世
紀
末
ま
で
に
は
、
賦
役
及
び
地
代
を
貨

幣
で
支
払
っ
た
。

(ibid.,
p. 5
3
)
 

G•Duby, 

T
h
e
 e
a
r
l
y
 g
r
o
w
t
h
•
p
.
8
3
.
R

・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ

前
掲
書
、
二
五
三
頁
。

同
書
、
二
五

0
ー
ニ
五
一
頁
。

サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ソ
修
道
院
の

p
o
l
y
p
t
y
q
u
e
中、

C
o
r
b
o
n

の

C
e
n
t
e
n
a
 
!l2.
関
す
る
章
は
、
他
の
章
と
ち
が
っ
て
こ
の
修
道
院
に

対
し
て
行
な
わ
れ
た
寄
進
の
要
約
で
あ
り
、
寄
進
さ
れ
た
土
地
は
、

ヴ
ィ
ラ
全
体
と
い
う
も
の
は
な
く
、
マ
ン
ス
が
単
位
と
な
っ
て
い

た
。
そ
し
て
こ
の
章
は
、
こ
れ
ら
の
マ
ン
ス
を
そ
の
内
に
含
む
一
九

の
ヴ
ィ
ラ
に
言
及
し
て
い
る
。
（
同
書
、
二
五
一
ー
ニ
五
二
頁
。
）

G
.
 D
u
b
y
,
 R
u
r
a
l
 economy•p.52. 

R
 ．．
 

ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
前
掲
書
、
二
五
三
ー
ニ
五
四
頁
。

も
っ
と
も
要
約
的
な
箇
所
と
し
て
は
、
橡
川
一
郎
「
封
建
的
土
地
所

有
の
成
立
」
、
九
七
頁
参
照
。

同
論
文
、
九
九
頁
。
同
氏
「
西
欧
封
建
社
会
の
比
較
史
的
研
究
」
、
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―
一
三
頁
。

G•Duby, 

op. cit., 
pp. 3
6
4
1
3
6
6
.
 

「
定
地
賦
役
と
は
、
領
主
直
領
地
の
一
定
面
積
が
農
民
に
割
り
当
て

ら
れ
、
領
主
が
播
種
用
の
種
子
を
与
え
た
上
で
、
各
農
民
が
自
己
の

責
任
に
お
い
て
耕
作
・
経
営
す
る
と
い
う
賦
役
労
働
の
一
形
態
で
あ

り
、
森
本
芳
樹
氏
に
よ
れ
ば
、
「
農
民
の
自
立
性
を
も
っ
と
も
よ
く

反
映
し
た
」
賦
役
労
働
で
あ
っ
た
。
（
森
本
芳
樹
「
古
典
荘
園
の
解

体
過
程
」
『
西
洋
経
済
史
講
座
ー
』
、
ー
ニ
―
|
―
ニ
ニ
頁
）

世
良
晃
志
郎
訳
「
パ
イ
エ
ル
ン
部
族
法
典
」
、
法
典
1
|
1
3

(
創
文

社
、
一
九
七
七
年
復
刊
）
。

ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
前
掲
書
、
一
九
五
頁
。

同
書
、
一
九
五
頁
。

G•Duby, 

op. cit., 
p. 48. 

ibid. 

た
と
え
ば
時
代
は
や
や
古
く
な
る
が
、
西
ゴ
ー
ト
法
に
よ
れ
ば
、

servi 
idonei 
(
技
術
を
持
つ
奴
隷
）
は
、
奴
隷
の
中
で
も
少
数
に

す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
v
i
l
i
s
s
i
m
i
(
一
般
の
奴
隷
）
よ
り
優
先
的
取
扱

い
を
う
け
て
い
る
。
P
.
D
•
~
i
n
g
•
L
a
w

&
 society 
in 
the 

Visigothic 
k
i
n
g
d
o
m
,
 1972•pp.1631164. 

八
0
六
年
の
D
i
v
i
s
i
o
R
e
g
n
o
r
u
m
 
(
帝
国
分
割
令
）
の
中
で
、

家
も
ち
の
奴
隷
s
e
r
v
o
r
u
日
が
土
地
等
と
共
に
不
動
産
と
し
て
、

家
が
与
え
ら
れ
な
い
奴
隷
m
a
n
c
i
p
i
i
s
が
動
産
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
。

H.
R
.
 L
o
y
n
 a
n
d
 J
.
 
Percival•The 

reign of 

C
h
a
r
l
e
m
a
g
n
e
,
 
L
o
n
d
o
n
,
 1975•(Document 

21) 
~
昭
唸

と
こ
ろ
で
、
伏
島
正
義
氏
は
、
各
部
族
法
典
の
奴
隷
に
関
す
る
規
定

を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
結
果
、
各
部
族
法
典
成
立
当
時
の
奴
隷
形
態

OOO闘斡 01 $0 $9 $9 03 

を
、
ゲ
ル
マ
ソ
型
奴
隷
1
1
い
わ
ゆ
る
小
屋
住
み
奴
隷
(
s
e
r
v
u
s
cas̀
 

a
t
u
s
)
と
規
定
さ
れ
た
。
（
伏
島
正
義
「
部
族
法
典
に
み
る
奴
隷
に

つ
い
て
」
特
に
一
九
—
二
0
頁
）
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
氏
の
規
定

自
体
に
疑
問
を
感
じ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
奴
隷
が
、
一
方
で
は
生

産
手
段
を
所
有
せ
ず
家
畜
と
同
一
に
扱
わ
れ
る
側
面
を
有
し
た
こ

と
、
他
方
で
は
小
屋
住
み
形
態
た
る
側
面
を
有
し
た
こ
と
、
の
二
点

を
も
っ
て
氏
は
そ
の
規
定
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
二
点
だ
け
か
ら
で
は
、
古
典
古
代
的
奴
隷
の
存
在
を
氏
が
無
視
さ

れ
る
（
同
論
文
、
一
九
頁
）
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
部
族
法
典
は
、

こ
の
二
側
面
の
ど
ち
ら
に
比
重
を
お
い
て
い
た
か
は
示
唆
し
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
奴
隷
に
は
、
後
者
の
側
面
を
欠

＜
奴
隷
1
1
い
わ
ゆ
る
古
典
古
代
的
奴
隷
も
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
氏
自
身
、
奴
隷
ほ
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
属
性
を
「
持
ち
う

る
」
（
同
論
文
、
二

0
頁
）
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

古
典
古
代
的
奴
隷
が
ゲ
ル
マ
ン
型
奴
隷
と
並
存
し
て
い
て
も
、
決
し

て
不
思
議
で
は
な
い
と
思
う
。

R
・
ラ
ト
ゥ
ー
ツ
ュ
前
掲
書
、
一
―
―
頁
。

R
.
 D
o
e
h
a
e
r
d
,
 op. cit••p.187. 

ibid. 

G
.
 D
u
b
y
,
 T
h
e
 early growth•p.86. 

註
⑱
に
あ
げ
た
橡
川
氏
の
諸
著
書
中
、
と
り
わ
け
「
西
欧
封
建
社
会

の
比
較
史
的
研
究
」
を
参
照
の
こ
と
。
以
下
「
比
較
史
的
研
究
」
と

略
す
。

「
比
較
史
的
研
究
」
、
一
四
四
頁
。

「
比
較
史
的
研
究
」
、
一
四
六
頁
。

「
比
較
史
的
研
究
」
、
一
八
五
頁
。
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「
比
較
史
的
研
究
」
、
一
九
二
頁
。

「
比
較
史
的
研
究
」
、
一
九
九
頁
。

G•Duby, 

o
p
.
 c
i
t
•
•
p
p
.
4
4
-
4
5
.

ョ
ー
ゼ
フ
・
ク
ー
リ
ッ
シ
ェ

ル
著
、
伊
藤
栄
・
諸
田
実
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
経
済
史
」
東
洋
経

済
新
報
社
、
一
九
七
四
年
、
六
八
頁
。

M
.
 B
l
o
c
h
,
 
T
h
e
 "
 
Colliberti"•p.137· 

ibid., 
p
.
1
3
6
.
 

「
比
較
史
的
研
究
」
、
一
四
五
頁
。

「
比
較
史
的
研
究
」
、
一
四
四
頁
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
す
で
に
下
野
義
朗
氏
が
批
判
的
検
討
を
さ
れ

て
い
る
。
（
前
掲
「
い
わ
ゆ
る
古
典
荘
園
を
め
ぐ
る
基
礎
的
諸
問
題
」

三
四
頁
以
下
参
照
。
）
そ
れ
故
、
本
稿
で
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
御
了
承
願
い
た
い
。

た
と
え
ば
、
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
は
、
人
口
増
加
は
「
十
一
世
紀
の
特

徴
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
（
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
前
掲
書
、
三
五
二
頁
。
）

M
・
プ
ロ
ッ
ク
「
．
フ
ラ
ン
ス
農
村
史
の
基
本
性
格
」
、
ニ
ニ
頁
。

L
.
 W
h
i
t
e
,
 T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 a
n
d
 i
n
v
e
n
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
M
i
d
d
l
e
 

A
g
e
s
 (
S
p
e
c
u
l
u
m
,
 vol. xv•1940)•p.151. 

• 

• 

R
・
ブ
ー
ト
リ
ッ
シ
土
者
、
赤
羽
裕
訳
「
中
世
末
の
殻
吻
耕
作
と
農

業
技
術
ー
主
と
し
て
フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
ー
」
（
「
土
地
制
度
史
学
」

―
―
＿
六
号
、
一
九
六
七
年
）
七
五
頁
。

同
論
文
、
七
五
頁
。

中
世
村
落
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
増
田
四
郎

「
中
世
村
落
研
究
の
問
題
点
」
（
「
政
経
論
叢
」
第
三
巻
三
号
、
一
九

五
四
年
、
の
ち
に
同
氏
「
西
洋
封
建
社
会
成
立
期
の
研
究
」
岩
波
書

店
、
．
一
九
五
九
年
、
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
）
参
照
。

皿

G
.
D
u
b
y
,
 o
p
.
 cit••p.189. 

皿
ibid.,
p. 1
9
0
 
•• 

皿

i
b
i
d
•
•
p
.
1
9
3
.

皿
ibid.,
p
.
1
9
4
.
 

皿

N
o
e
t
t
e
s

の
主
張
に
関
し
て
は
、

L
.
W
h
i
t
e
,
 T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 a
n
d
 

i
n
v
e
n
t
i
o
n
 i
n
 t
h
e
 M
i
d
d
l
e
 A
g
e
s
,
 
p
p
.
1
5
3
1
1
5
5
 
~
~
匹~
0

G•Duby, 

o
p
.
 cit••p.194. 

ibid., 
p
.
1
9
8
.
 

ス
リ
ッ
ヘ
ル
・
フ
ァ
ン
・
バ
ー
ト
著
、
速
水
融
訳
「
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ

農
業
発
達
史
」
日
本
評
論
社
、
一
九
六
九
年
、
八

0
頁。

同
書
、
七
四
頁
。

同
書
、
八

0
頁。

R
・
プ
ー
ト
リ
ッ
シ
ュ
前
掲
論
文
、
七
五
頁
。

M
・
プ
ロ
ッ
ク
「
フ
ラ
ン
ス
農
村
史
の
基
本
性
格
」
、
五
七
頁
。

農
業
技
術
の
不
足
は
、
低
い
生
産
レ
ペ
ル
を
維
持
さ
せ
た
し
、
異
民

族
の
侵
入
や
内
乱
に
よ
り
畑
ほ
荒
れ
、
農
民
は
飢
え
の
恐
怖
に
悩
ま

さ
れ
て
い
た
。
(
R
.
Fossier, ・op. cit., 
p
p
.
 8
6
ー
8
7
)

ま
た
、
当

時
の
記
録
や
年
代
記
は
、
旱
ぱ
つ
や
洪
水
な
ど
の
悪
天
候
、
ペ
ス

ト
、
戦
争
な
ど
の
被
害
に
対
す
る
人
間
の
無
力
さ
を
報
告
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
人
口
は
減
少
し
た
で
あ
ろ
う
。
(
R
.Doe• 

haerd•op. 

c
i
t
•
•
p
p
.
5
7

ー

5
9
)ド
ュ
ビ
ィ
に
よ

h
i
f、
学
ク
編t刀

の
不
足
と
農
業
技
術
の
不
足
が
、
経
済
発
展
を
妨
げ
て
い
た
。

(G.

Duby•op. 

cit.疇

p
.
1
8
6
)

な
お
、
註
個
参
照
の
こ
と
。

ス
リ
ッ
ヘ
ル
・
フ
ァ
ン
・
バ
ー
ト
前
掲
書
、
八
二
頁
参
照
。

ス
リ
ッ
ヘ
ル
・
フ
ァ
ン
・
バ
ー
ト
前
掲
書
、
二
四
頁
に
、
一
人
を
養

う
に
必
要
な
土
地
面
積
が
表
に
し
て
あ
る
。
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
の

閏関 02り揺鑽凶訟| 四四耀
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G
.
 D
u
 by, 
R
u
r
a
l
 e
c
o
n
o
m
y
,
 
pp. 35, 40. 

た
と
え
ば
、

P
o
p
e
r
i
n
g
h
e

の
サ
ン
・
ペ
ル
ク
ン
（
S
t
B
e
r
t
i
n
)
 

修
道
院
に
属
す
四
七
マ
ソ
ス
の
各
保
有
蓋
は
、
一
〇
マ
ン
ス
が
三
〇

ヘ
ク
ク
ー
ル
、
一
〇
マ
ン
ス
が
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
一
九
マ
ソ
ス
が

一
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
八
マ
ソ
ス
が
一
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
最
大
と
最

小
マ
ン
ス
で
二
倍
程
度
の
偏
差
が
見
ら
れ
る
。
G
•
D
u
b
y
,
R
u
r
a
l
 

e
c
o
n
o
m
y
,
 
pp. 3
0
1
3
1
.

ま
た
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ

レ
修
道
院
に
属
す
。
ハ
リ
地
方
の
四
ヶ
村
（
二
、
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

内
に
存
在
）
で
は
、
村
の
平
均
マ
ソ
ス
保
有
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
・

＿
―
-
五
、
六
・
一
、
八

・
O、
九
・
六
五
ヘ
ク
タ
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